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(注1)本投資法人の営業期間は、毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までの各6ヶ月間です。
(注2)�年換算する場合において、1年を365日とし、第21期営業期間を182日、第22期営業期間を184日、第23期営業期間を181日、第24期営業

期間を184日及び第25期営業期間を181日として、年換算値を計算しています。
(注3)�本投資法人は、2025年8月31日を分割基準日とし2025年9月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行

いました。1口当たり純資産額については、第24期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。
(注4)配当性向については小数第2位以下を切り捨てて記載しています。
(注5)以下の算定式により算出しています。

期　別
第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

自  2023年9月  1日
至  2024年2月29日

自  2024年3月  1日
至  2024年8月31日

自  2024年9月  1日
至  2025年2月28日

自  2025年3月  1日
至  2025年8月31日

自  2025年9月  1日
至  2026年2月28日

営業収益 （百万円） 4,575 4,658 5,001 5,332 4,690
  うち不動産賃貸事業収益 （百万円） 4,574 4,658 4,670 4,504 4,518
営業費用 （百万円） 2,443 2,479 2,513 2,466 2,336
  うち不動産賃貸事業費用 （百万円） 2,066 2,103 2,106 2,043 1,936
営業利益 （百万円） 2,131 2,178 2,487 2,866 2,353
経常利益 （百万円） 1,797 1,835 2,124 2,484 1,923
当期純利益 （百万円） 1,796 1,835 2,129 2,476 1,922
総資産額 （百万円） 134,718 134,950 135,613 135,376 134,898
  (対前期比) （％） △0.1 +0.2 +0.5 △0.2 △0.4
有利子負債額 （百万円） 65,494 65,494 65,494 65,394 65,394
純資産額 （百万円） 61,123 61,162 61,457 61,996 61,682
  (対前期比) （％） △0.1 +0.1 +0.5 +0.9 △0.5
出資総額 （百万円） 59,164 59,164 59,164 59,164 59,164
発行済投資口の総口数 （口） 268,468 268,468 268,468 268,468 805,404
1口当たり純資産額（注3） （円） 227,674 227,818 228,917 76,975 76,585
分配金総額 （百万円） 1,796 1,834 1,937 2,236 1,921
配当性向（注4、5） （％） 99.9 99.9 90.9 90.2 99.9
1口当たり分配金 （円） 6,691 6,835 7,217 8,329 2,386
  うち1口当たり利益分配金 （円） 6,691 6,835 7,217 8,329 2,386
  うち1口当たり利益超過分配金 （円） － － － － －
総資産経常利益率（注5） （％） 1.3 1.4 1.6 1.8 1.4
  (年換算)（注2） （％） 2.7 2.7 3.2 3.6 2.9
自己資本利益率（注5） （％） 2.9 3.0 3.5 4.0 3.1
  (年換算)（注2） （％） 5.9 6.0 7.0 8.0 6.3
自己資本比率（注5） （％） 45.4 45.3 45.3 45.8 45.7
  (対前期増減) +0.0 △0.0 △0.0 +0.5 △0.1
総資産有利子負債比率（LTV） （％） 48.6 48.5 48.3 48.3 48.5
〈参考情報〉
期末投資物件数 （件） 32 32 32 29 28
期末テナント総数 （件） 574 572 579 503 469
期末賃貸可能面積 （㎡） 173,482.14 173,425.92 171,706.90 159,275.53 157,059.07
期末稼働率 （％） 98.7 98.2 98.4 98.3 97.3
当期減価償却費 （百万円） 593 605 620 605 615
当期資本的支出額 （百万円） 644 503 564 506 533
賃貸NOI（注5） （百万円） 3,102 3,159 3,184 3,066 3,197
賃貸NCF（注5） （百万円） 2,457 2,656 2,619 2,559 2,664

配当性向 分配金総額 (利益超過分配金を含まない) ÷当期純利益×100
総資産経常利益率 経常利益÷｛(期首総資産額＋期末総資産額) ÷2｝×100
自己資本利益率 当期純利益÷｛(期首純資産額＋期末純資産額) ÷2｝×100
自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100
賃貸NOI 不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費
賃貸NCF 賃貸NOI－資本的支出

資産運用の概況

① 投資法人の主な推移
　本投資法人は、みずほフィナンシャルグループの一員であるみずほリートマネジメント株式会社（以下「本
資産運用会社」といいます。）（注）をその資産運用会社とし、主たる用途を限定することなく、オフィスビル、
ホテル、住宅、商業施設及びその他用途の不動産を投資対象として、中長期にわたる安定的な収益確保と成長
性の両面を追求するポートフォリオ構築を目指します。また、本邦不動産マーケットにおいて豊富な取扱実績
を有するみずほ信託銀行株式会社をスポンサーとして、物件の取得並びに運用面及び財務面における各種サポー
トを得ながら、「分配金の持続的な成長」及び「ポートフォリオ・財務構造に配慮した規律ある外部成長」を基
本方針として、投資主価値の最大化のため、更なる成長ステージへ進むことを目指します。
　本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）に基づき、本資産運用会
社を設立企画人として、2013年6月25日に設立され、同年10月9日に東京証券取引所の不動産投資信託証券市
場に上場（銘柄コード3290）しました。その後の公募増資及び投資口分割等により、当期末現在の発行済投
資口の総口数は805,404口となりました。
（注）�株式会社みずほフィナンシャルグループ、みずほ信託銀行株式会社及びみずほリアルティOne株式会社（以下「MONE」といいます。）は、

本資産運用会社の親会社に該当します。MONEは、スポンサーであるみずほ信託銀行株式会社の完全子会社であり、また、本資産運用会社と
みずほ不動産投資顧問株式会社（以下「MREM」といいます。）の発行済株式の全てを保有しており、MONE、本資産運用会社及びMREMの
3社でMONEグループを構成します。MREMは、MONEグループの不動産私募ファンドの運用会社です。

② 運用実績
　当期における経済環境は、米国の通商政策による影響がみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く
中で緩やかに回復しています。但し、中東情勢による影響を含む今後の物価動向や米国の関税措置等をめぐる動
向などの景気を下押しするリスクに留意する必要があります。
　オフィスビル賃貸市場については、従業員の新規雇用に伴うオフィス面積の見直し、業務拡大による館内増床
や立地改善のための移転など、テナント需要は引き続き好調であり、賃料については上昇傾向が続くことが見込
まれます。
　本投資法人においては、ポートフォリオの質的向上を目的とした資産入替戦略の一環として、2026年1月30日
付でONEST南大塚ビル及び新川一丁目ビル（譲渡価格合計6,230百万円）を譲渡し、2025年12月18日付でカン
デオホテルズ京都烏丸六角(取得価格4,800百万円)を取得しました。
　また、不動産投資運用における環境・社会・ガバナンス配慮の重要性を認識し、企業の社会的責任として、環
境負荷の低減や持続可能な社会の実現を目指した取組みを継続しています。本投資法人は、2025年のGRESBリ
アルエステイト評価において、総合スコアの相対評価によるGRESBレーティング（5段階評価）では「4スター」
を取得し、ESGに関し優れたマネジメント体制とパフォーマンス実績を示したことを意味する「Green Star」の
評価を8年連続で獲得しました。
　以上の結果、当期末現在の本投資法人の保有資産合計は28物件（取得価格合計122,588百万円。なお、匿名組
合出資持分は含みません。）、総賃貸可能面積は157,059.07㎡、また、当期末現在の稼働率は97.3％となりました。

1 投資法人の運用状況等の推移

2 当期の資産の運用の経過
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④ 業績及び分配
　上記の運用の結果、当期の業績は、営業収益4,690百万円、営業利益2,353百万円、経常利益1,923百万円、
当期純利益1,922百万円となりました。
　分配金については、投資法人に係る課税の特例規定（租税特別措置法第67条の15）が適用されるように、
利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、不動産等売却益の発生等により前期以前に内部留保し
た額を控除後の当期未処分利益の概ね全額を分配することとしました。
　この結果、投資口１口当たりの分配金は2,386円となりました。

期　別
第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

自  2023年9月  1日
至  2024年2月29日

自  2024年3月  1日
至  2024年8月31日

自  2024年9月  1日
至  2025年2月28日

自  2025年3月  1日
至  2025年8月31日

自  2025年9月  1日
至  2026年2月28日

当期未処分利益総額 (千円) 1,958,838 1,997,572 2,292,518 2,624,902 2,083,896
利益留保額 (千円) 162,518 162,593 147,984 161,832 162,202
金銭の分配金総額 (千円) 1,796,319 1,834,978 1,937,533 2,236,069 1,921,693
(1口当たり分配金) (円) 6,691 6,835 7,217 8,329 2,386
うち利益分配金総額 (千円) 1,796,319 1,834,978 1,937,533 2,236,069 1,921,693
(1口当たり利益分配金) (円) 6,691 6,835 7,217 8,329 2,386
うち出資払戻総額 (千円) － － － － －
(1口当たり出資払戻額) (円) － － － － －
出資払戻総額のうち
一時差異等調整引当額からの分配金総額 (千円) － － － － －

(1口当たり出資払戻額のうち
1口当たり一時差異等調整引当額分配金) (円) － － － － －

出資払戻総額のうち税法上の出資等
減少分配からの分配金総額 (千円) － － － － －

(1口当たり出資払戻額のうち
税法上の出資等減少分配からの分配金) (円) － － － － －

　当期の分配金は、投資法人に係る課税の特例規定（租税特別措置法第67条の15）が適用されるように、利
益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、不動産等売却益の発生等により前期以前に内部留保した
額を控除後の当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数805,404口の整数倍の最大値となる
1,921,693,944円を利益分配金として分配することとしました。
　この結果、投資口１口当たりの分配金は2,386円となりました。

① 今後の投資環境
　今後も、賃金の上昇やインバウンド需要の増加を背景に景気回復が継続するものと見込まれますが、米国を
はじめとする各国の通商政策、中東情勢の緊迫化等の影響により世界経済が減速し、物価高騰や企業の収益に
もマイナスの影響が波及するおそれがあります。その結果、企業の設備投資抑制を引き起こし、経済全体を押
し下げる可能性があります。
　オフィスビル賃貸市場については、新規に供給されるオフィスビルのリーシング活動による影響には今後も
注視が必要ですが、引き続き企業のオフィス拡大ニーズによる需要は底堅く、特に立地競争力の高いオフィス
は、より高く評価されていくものと見込まれます。
　オフィスビル売買市場については、金利上昇等の市況動向は注視が必要なものの、国内外の機関投資家の物
件取得意欲は高く、優良物件の売却情報は限定的であることから、引き続き厳しい物件取得環境が続くことが
見込まれます。
　ホテル市場では、国内宿泊需要は引き続き底堅く推移することが期待されます。インバウンド需要について
は、中国の動向に伴う影響が一定期間想定されるものの、他の国・地域からのインバウンド数の拡大により、
旺盛なインバウンド需要は継続していくものと見込まれます。

　本投資法人は、本邦不動産マーケットにおいて豊富な取扱実績を有するみずほ信託銀行株式会社をスポンサー
として、物件の取得並びに運用面及び財務面における各種サポートを得ながら成長を図り、投資主価値の最大
化を目指します。運用資産の競争力を最大限に引き出す運営・管理により資産価値の維持・向上（内部成長）
を図るとともに、中長期的な安定成長を実現するため、引き続き厳選投資（外部成長）を行いながら、ポート
フォリオの質的改善を目指します。
　かかる外部成長及び内部成長の両側面における成長戦略を実現するため、本投資法人は、本資産運用会社、
MONE及びMREMの運用ノウハウと経営資源等を用いることに加え、スポンサーであるみずほ信託銀行株式会
社のサポートを最大限に活用する方針です。スポンサーは、MONE及びMREMと連携し、本投資法人が従来か
ら重点投資対象としてきた中小規模のオフィスビル以外の資産の取得検討への活用を目的として、ホテルパイ
プライン情報及び必要な人材やノウハウの提供等を強化しています。

　本投資法人の当期末までの最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の異動は以下のとおりです。

年月日 摘要
発行済投資口の総口数（口） 出資総額（百万円）

備考
増減 残高 増減 残高

2021年  9月22日 公募増資 27,200 267,108 7,628 58,783 （注1）
2021年10月15日 第三者割当増資 1,360 268,468 381 59,164 （注2）
2025年  9月  1日 投資口分割 536,936 805,404 － 59,164 （注3）

(注1)1口当たり発行価格289,965円（発行価額280,448円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注2)1口当たり発行価額280,448円にて、公募増資に伴う第三者割当により新投資口を発行しました。
(注3)�2025年8月31日を分割基準日とし2025年9月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行い

ました。

【投資証券の取引所価格の推移】
　本投資法人の投資証券が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高・最低価格（終
値）は以下のとおりです。

期別
第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

自  2023年9月  1日
至  2024年2月29日

自  2024年3月  1日
至  2024年8月31日

自  2024年9月  1日
至  2025年2月28日

自  2025年3月  1日
至  2025年8月31日

自  2025年9月  1日
至  2026年2月28日

最高(円) 273,100 274,600 252,000 277,100(注1)
90,000(注2) 92,900

最低(円) 250,100 247,200 220,800 232,900(注1)
  89,800(注2) 87,400

(注1)�2025年9月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間（2025年8月27日まで）にお
ける最高・最低投資口価格を記載しています。

(注2)�2025年9月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間（2025年8月28日以降）における
最高・最低投資口価格を記載しています。

3 増資等の状況

4 分配金等の実績

5 今後の運用方針及び対処すべき課題

② 今後の運用方針及び対処すべき課題

③ 資金の調達
　当期は、2025年9月8日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン（グリーンロー
ン）により9,974百万円を調達し、既存借入金の約定返済に充当しました。また、取得資金及び付随費用の一
部に充当するため、極度借入枠（アンコミットメントベース）の一部を活用し、2025年12月18日付で4,000
百万円の資金の借入れを行い、2026年1月30日に返済しました。
　この結果、当期末現在での有利子負債残高は65,394百万円となり、総資産に占める有利子負債の割合（LTV）
は48.5％となりました。
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（ア）資産の譲渡
　本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と成長性の両面を追求して運用を行い、投資主利益の最
大化を目指すべく、以下のとおり、2025年12月15日付でONEST京都烏丸スクエアを譲渡する契約を締結し
ました。当該譲渡により、第27期（2027年2月期）、第28期（2027年8月期）及び第29期（2028年2月期）
において、不動産等売却益をそれぞれ約177百万円、約226百万円及び約412百万円計上する見込みです。

（参考情報）

(b)内部成長
　本投資法人は、下記のような取組みを行うことで、稼働率の維持・向上、賃貸事業収支の向上を図ります。
◆プロパティ・マネジメント会社及び賃貸仲介会社との連携強化
◆テナントリレーションの構築・強化
◆マーケット動向に合わせた賃料の増額交渉
◆アップサイド追求投資（注）の推進による物件価値の向上
◆既存取引の見直しによる運営・管理コストの低減
◆ESG（環境・社会・ガバナンス）への取組み強化
（注）�「アップサイド追求投資」とは、本資産運用会社のAM（アセットマネジメント）力及びMONEのFM（施設管理）力を駆使し、本投資法人

の保有物件が持つ収益性・資産性の潜在的価値（アップサイドポテンシャル）を顕在化させることを目的とした投資をいいます。

(a)外部成長
　本投資法人は、中小規模のオフィスビル（注1）を重点投資対象としつつ、ホテル、住宅、商業施設等も組入
れるポートフォリオ構築方針のもと、個別物件の立地や建物仕様、用途特性等を見極めた投資を行うことで、
ポートフォリオの質の維持・向上を図りつつ、資産規模の拡大を目指します。
　投資対象地域については、日本国内において、ポートフォリオの地域分散を考慮しながら投資対象となる
資産の用途に適した地域とし、オフィスビル、住宅、商業施設は「東京経済圏を中心とした五大都市圏、地
方政令指定都市等」（注2）を対象とし、ホテルは日本全国の主要都市及びその周辺地域又は観光地を対象とし
ています。
(注1)�中小規模のオフィスビルとは、延床面積が概ね33,000㎡（約10,000坪）未満で入居テナントのニーズを充足する一定のビルスペックを有

したオフィスビルをいいます。以下同じです。
(注2)�東京経済圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいい、五大都市圏とは、東京経済圏、大阪圏（大阪市）、名古屋圏（名古屋市）、福岡圏
（福岡市）、札幌圏（札幌市）及びその近郊の地域をいいます。また、地方政令指定都市等とは、五大都市圏以外に所在する政令指定都市及び地
方政令指定都市以外の県庁所在地又はそれに準ずる都市をいいます。以下同じです。

6 決算後に生じた重要な事実

（注1）�「譲渡価格」は、譲渡資産に係る信託受益権売買契約書（以下「本売買契約」といいます。）に記載された譲渡資産の売買代金（譲渡
費用、固定資産税・都市計画税の精算額、消費税及び地方消費税等を除きます。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。

(注2）�譲渡日は、本売買契約締結日から1ヶ月以上を経過した日となることから、本売買契約は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向け
の総合的な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等に該当します。本売買契約においては、一方当事者が本売買契約
に違反した場合、違反当事者に対して相当の期間を定めて催告をし、違反当事者が当該違反をかかる期間内に是正しない場合、本売
買契約を解除することができるものとされています。また、本売買契約が解除された場合には、違反当事者はその相手方に対し、当
該違反に起因又は関連して相手方が被った相当因果関係にある損害等を売買代金（消費税及び地方消費税相当額を除きます。）の10%
相当額を上限として補償又は賠償するものとされています。但し、本投資法人は売主であり、本売買契約の履行に関し、資金調達リ
スク等の懸念はなく、損害賠償金の負担が生じ、本投資法人の財務等に重大な影響を与える可能性は低いと考えています。

物件名称 ONEST京都烏丸スクエア
所在地 京都府京都市
特定資産の種類 信託受益権
譲渡日 第1回 2026年3月13日 (準共有持分10.0%）

譲渡価格(注1) 合計 5,000百万円
第1回 500百万円

譲渡先 東京建物株式会社
売買契約締結日 2025年12月15日

新投資口の発行

資産の譲渡

　本投資法人は、2026年3月5日及び2026年3月12日開催の本投資法人役員会において、以下のとおり、新投
資口の発行に関し決議し、一般募集による新投資口の発行については2026年3月18日に、オーバーアロット
メントによる売出しに伴う第三者割当による新投資口の発行については2026年4月8日に、それぞれ払込が完
了しています。
　一般募集による新投資口発行の手取金につきましては、2026年3月19日付で取得した資産の取得資金の一
部に充当しました。また、本件第三者割当による新投資口発行の手取金については、手元資金とし、支出する
まで金融機関に預け入れの上、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定
です。
　a.一般募集による新投資口の発行
発行新投資口数　　　　　　：	 166,040口
発行価格（募集価格） 　　　：	１口当たり 80,535円
発行価格（募集価格）の総額：	 13,372,031,400円
払込金額（発行価額） 　　　：	１口当たり 77,891円
払込金額（発行価額）の総額：	 12,933,021,640円
払込期日　　　　　　　　　：	 2026年3月18日

　b.第三者割当による新投資口の発行
発行新投資口数　　　　　　：	 2,226口
払込金額（発行価額） 　　　：	１口当たり 77,891円
払込金額（発行価額）の総額：	 173,385,366円
割当先　　　　　　　　　　：	 みずほ証券株式会社
払込期日　　　　　　　　　：	 2026年4月8日

　本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と成長性の両面を追求して運用を行い、投資主利益の最
大化を目指すべく、以下のとおり、2025年12月15日付でONEST京都烏丸スクエアを譲渡する契約を締結し、
2026年3月13日付で第1回分の準共有持分の譲渡を完了しました。当該譲渡により、第26期（2026年8月期）
において、不動産等売却益を約105百万円計上する見込みです。

（注1）�第1回目譲渡については、2026年3月13日付で完了しています。
（注2）�「譲渡予定価格」は、譲渡予定資産に係る信託受益権売買契約書（以下「本売買契約」といいます。）に記載された譲渡予定資産のそ

れぞれの売買代金の金額（譲渡費用、固定資産税・都市計画税の精算額、消費税及び地方消費税等を除きます。）を、百万円未満を切
り捨てて記載しています。

（注3）�譲渡予定日は、それぞれ本売買契約締結日から1ヶ月以上を経過した日となることから、本売買契約は、金融庁の定める「金融商品取
引業者等向けの総合的な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等に該当します。本売買契約においては、一方当事者
が本売買契約に違反した場合、違反当事者に対して相当の期間を定めて催告をし、違反当事者が当該違反をかかる期間内に是正しな
い場合、本売買契約を解除することができるものとされています。また、本売買契約が解除された場合には、違反当事者はその相手
方に対し、当該違反に起因又は関連して相手方が被った相当因果関係にある損害等を売買代金（消費税及び地方消費税相当額を除き
ます。）の10%相当額を上限として補償又は賠償するものとされています。但し、本投資法人は売主であり、本売買契約の履行に関し、
資金調達リスク等の懸念はなく、損害賠償金の負担が生じ、本投資法人の財務等に重大な影響を与える可能性は低いと考えています。

物件名称 ONEST京都烏丸スクエア
所在地 京都府京都市
特定資産の種類 信託受益権
譲渡予定日 第2回 2027年2月26日

(準共有持分20.0%）
第3回 2027年8月31日
(準共有持分25.0%）

第4回 2027年9月30日
(準共有持分45.0%）

譲渡予定価格(注2) 合計 5,000百万円
第2回 1,000百万円 第3回 1,250百万円 第4回 2,250百万円

譲渡先 東京建物株式会社
売買契約締結日 2025年12月15日
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（イ）資産の取得
　本投資法人は、以下のとおり、2026年3月19日付で不動産信託受益権６物件（取得価格合計29,946百万円）
を取得しました。

(注)�「取得価格」欄には、当該資産に係る不動産信託受益権売買契約に記載された当該資産の売買代金（消費税等相当額を含みません。）を記
載しています。

物件番号 物件名称 所在地 取得価格
（百万円）（注） 取得先

ＯＴ-30 神楽坂プラザビル 東京都
新宿区 4,750 神楽坂興業合同会社

Ｈ-3 クインテッサホテル
札幌すすきの63 Relax＆Spa

北海道
札幌市 4,020 一ツ橋１号合同会社

Ｈ-4 クインテッサホテル
鹿児島天文館 Relax＆Sleep

鹿児島県
鹿児島市 1,762 一ツ橋１号合同会社

Ｈ-5 クインテッサホテル
福岡博多 Relax＆Sleep

福岡県
福岡市 4,184 一ツ橋１号合同会社

Ｈ-6 ザ エディスターホテル成田 千葉県
成田市 4,770 ＭホスピタリティＮ合同会社

Ｈ-7 ダブルツリーby
ヒルトン那覇首里城

沖縄県
那覇市 10,460 ＭホスピタリティＲ合同会社

合　計 29,946

（ウ）資金の借入れ
　本投資法人は、上記「（イ）資産の取得」に記載の資産の取得資金及び付随費用の一部に充当するため、
2026年3月19日付で以下のとおり資金の借入れを行いました。

(注)�株式会社みずほ銀行との間で2025年７月31日付で契約締結した極度借入枠（アンコミットメントベース）に基づく借入れです。

借入先 借入金額
（百万円） 利率 返済期日 返済方法 担保

株式会社みずほ銀行 13,000

変動金利：
基準金利

（全銀協1ヶ月物
日本円TIBOR）
+0.20000％

2027年
3月19日 期限一括返済 無担保

無保証

株式会社みずほ銀行 2,000
（注）

変動金利：
基準金利

（全銀協1ヶ月物
日本円TIBOR）
+0.20000％

2027年
3月19日 期限一括返済 無担保

無保証

合　計 15,000

期　別 第21期
（2024年2月29日）

第22期
（2024年8月31日）

第23期
（2025年2月28日）

第24期
（2025年8月31日）

第25期
（2026年2月28日）

発行可能投資口総口数 （口） 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
発行済投資口の総口数 （口） 268,468 268,468 268,468 268,468 805,404

出資総額 （百万円） 59,164 59,164 59,164 59,164 59,164
投資主数 （人） 9,094 8,933 9,926 11,059 10,932

投資法人の概況

1 出資の状況

　2026年2月28日現在の投資主のうち、保有する投資口の比率が高い上位10名は以下のとおりです。

氏名又は名称 所有投資口数（口） 発行済投資口の総口数に対する
所有投資口数の割合(％)(注)

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 188,562 23.41
みずほリアルティOne株式会社 118,410 14.70
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 100,172 12.43
野村信託銀行株式会社（投信口） 37,454 4.65
近畿産業信用組合 12,501 1.55
JP MORGAN CHASE BANK 385781 10,116 1.25
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 9,640 1.19
株式会社日本カストディ銀行（信託口4） 6,362 0.78
個人 6,300 0.78
JPモルガン証券株式会社 5,601 0.69

合　計 495,118 61.47
(注)発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位以下を切り捨てて記載しています。

2 投資口に関する事項

(注1)�加藤英俊は、2026年2月27日に開催された本投資法人の第8回投資主総会において加藤英俊が執行役員を辞任し、同日付で久米克也が新たに
執行役員に選任され、就任しました。

(注2)�加藤英俊は、2026年2月28日の時点で、本投資法人の投資口を、投資口累積投資制度を利用することにより13口（1口未満切り捨て）所有し
ております。

(注3)�執行役員久米克也及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を所有しておりません。また、監督役員は、上記記載以外の法人の役員であ
る場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関係はありません。

(注4)会計監査人の報酬には、英文財務諸表の監査に係る報酬が含まれています。

役職名 役員等の氏名又は名称 主な兼職等 当該営業期間における
役職毎の報酬の総額（千円）

執行役員(注1)

加藤　英俊(注2) みずほリートマネジメント株式会社
取締役　投資情報開発部長 －

久米　克也 みずほリートマネジメント株式会社
投資運用第一部長 －

監督役員(注3)
大森　斉貴 税理士法人レクス会計事務所 代表社員

（公認会計士、税理士） 1,938

古川　和典 シティユーワ法律事務所 パートナー（弁護士） 1,938
会計監査人
(注4) EY新日本有限責任監査法人 － 12,300

① 当期における執行役員、監督役員及び会計監査人は以下のとおりです。

3 役員等に関する事項

　会計監査人の解任については、投信法の定めに従い、また、不再任については、監査の品質、監査報酬額等
その他諸般の事情を総合的に勘案して、本投資法人の役員会において検討します。

② 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
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　本投資法人が締結する役員等賠償責任保険契約は以下のとおりです。

4 役員等賠償責任保険契約に関する事項

被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

全ての執行役員及び監督役員

（填補の対象とされる保険事故の概要）
本投資法人は、投信法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会
社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因
して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の
損害を、一定の範囲で当該保険契約により填補することとしております。
（保険料の負担割合）
全ての被保険者について、その保険料を全額本投資法人が負担しています。
（役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置）
被保険者が利益又は便宜の供与を違法に得た場合や、背信行為、犯罪行為、詐欺行為、
又は法令に違反することを認識しながら行った行為等による場合は、補償の対象外と
なっています。

委託区分 名称

資産運用会社 みずほリートマネジメント株式会社
資産保管会社 みずほ信託銀行株式会社
一般事務受託者（投資主名簿等管理人） みずほ信託銀行株式会社
一般事務受託者（機関運営事務） みずほ信託銀行株式会社
一般事務受託者（会計事務等に関する業務） みずほ信託銀行株式会社
一般事務受託者（投資法人債に関する業務） 株式会社みずほ銀行

5 資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者

資産の種類 資産の用途 地域(注1)

第24期（2025年8月31日） 第25期（2026年2月28日）

保有総額
（百万円）(注2)

資産総額に対する
比率（％）(注3)

保有総額
（百万円）(注2)

資産総額に対する
比率（％）(注3)

不動産
オフィスビル 東京経済圏 6,069 4.5 6,047 4.5
オフィスビル　小計 6,069 4.5 6,047 4.5

不動産　合計 6,069 4.5 6,047 4.5

信託不動産

オフィスビル
東京経済圏 72,260 53.4 66,173 49.1
東京経済圏以外 37,171 27.5 37,255 27.6

オフィスビル　小計 109,431 80.8 103,428 76.7
ホテル 東京経済圏以外 7,788 5.8 12,614 9.4
ホテル　小計 7,788 5.8 12,614 9.4

信託不動産　合計 117,220 86.6 116,043 86.0
投資有価証券(注4) 15 0.0 15 0.0
預金・その他の資産 12,071 8.9 12,791 9.5

資産総額計 135,376 100.0 134,898 100.0

投資法人の運用資産の状況

1 投資法人の資産の構成

(注1)「地域」は以下によります。
①「東京経済圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。
②�「東京経済圏以外」とは、日本国内において、投資対象となる資産の用途に適した東京経済圏以外の地域をいいます。

(注2)「保有総額」は貸借対照表計上額（不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額）によっています。
(注3)「資産総額に対する比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「投資有価証券」は神楽坂興業合同会社を営業者とする匿名組合出資持分です。

(注1)	「対総不動産賃貸事業収益比率」の算出にあたっては、小数第2位を四捨五入して表示しています。
(注2)	コンフォートイン名古屋栄駅前及びカンデオホテルズ京都烏丸六角は、賃借人より個別賃料の開示について同意を得られていないため、非開

示としています。

　2026年2月28日現在における本投資法人の主要な保有資産（期末帳簿価額上位10物件）の概要は以下のと
おりです。

不動産等の名称 帳簿価額
（百万円）

賃貸可能面積
（㎡）

賃貸面積
（㎡）

稼働率
（％）

対総不動産賃貸
事業収益比率
（％）(注1)

主たる用途

大博多ビル 10,900 15,457.95 15,440.90 99.9 10.4 事務所
東京パークサイドビル 10,491 12,920.17 11,332.83 87.7 8.2 事務所
肥後橋センタービル 9,606 15,872.58 15,811.12 99.6 8.7 事務所
コンフォートイン名古屋栄駅前 7,763 5,186.54 5,186.54 100.0 非開示 ホテル
ONEST元代々木スクエア 7,378 7,579.15 7,579.15 100.0 5.4 事務所
ONEST神田スクエア 6,047 5,257.13 5,212.17 99.1 4.8 事務所
ONEST本郷スクエア 5,414 4,454.15 4,454.15 100.0 3.1 事務所
カンデオホテルズ京都烏丸六角 4,851 3,454.06 3,454.06 100.0 非開示 ホテル
名古屋伏見スクエアビル 4,756 8,418.82 8,240.54 97.9 4.6 事務所
ONEST西五反田スクエア 4,700 4,248.63 3,946.27 92.9 2.8 事務所

合　計 71,911 82,849.18 80,657.73 99.7 53.8

2 主要な保有資産

① 不動産等組入資産明細
　2026年2月28日現在における本投資法人が保有する不動産等の概要は以下のとおりです。

3 組入資産明細

不動産等の名称 所在地 所有形態 賃貸可能面積
（㎡）

期末算定価額
（百万円）(注)

期末帳簿価額
（百万円）

ＯＴ-２ ONEST神田
スクエア 東京都千代田区神田紺屋町17番地 不動産 5,257.13 9,640 6,047

ＯＴ-３ 立川錦町ビル 東京都立川市錦町一丁目8番7号 不動産信託
受益権 5,616.11 4,250 2,988

ＯＴ-５ ONEST横浜西口
ビル 神奈川県横浜市西区北幸二丁目6番1号 不動産信託

受益権 4,183.52 3,920 3,030

ＯＴ-７ ONEST中野ビル 東京都中野区新井一丁目11番2号 不動産信託
受益権 3,116.49 3,520 2,834

ＯＴ-13 八王子SIAビル 東京都八王子市横山町10番2号 不動産信託
受益権 2,749.83 838 700

ＯＴ-14 ONEST元代々木スクエア 東京都渋谷区元代々木町30番13号 不動産信託
受益権 7,579.15 9,340 7,378

ＯＴ-15 ONEST上野御徒町ビル 東京都台東区上野五丁目15番14号 不動産信託
受益権 2,953.93 3,160 2,757

ＯＴ-16 ONEST大宮吉敷町ビル
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目
23番1号

不動産信託
受益権 3,523.51 3,760 3,127

ＯＴ-17 ONEST池袋イーストビル 東京都豊島区東池袋三丁目12番2号 不動産信託
受益権 2,677.80 2,300 2,180

ＯＴ-18 クレシェンドビル 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目
3番地4

不動産信託
受益権 4,216.89 2,660 2,559

ＯＴ-19 東京パークサイドビル 東京都江東区木場五丁目8番40号 不動産信託
受益権 12,920.17 11,500 10,491

ＯＴ-20 ONEST西五反田スクエア 東京都品川区西五反田七丁目24番5号 不動産信託
受益権 4,248.63 4,710 4,700

ＯＴ-21 ONEST本郷スクエア 東京都文京区本郷一丁目24番1号 不動産信託
受益権 4,454.15 5,250 5,414
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不動産等の名称 所在地 所有形態 賃貸可能面積
（㎡）

期末算定価額
（百万円）(注)

期末帳簿価額
（百万円）

ＯＴ-23 ONEST神田西福田町ビル 東京都千代田区神田西福田町4番地 不動産信託
受益権 1,695.77 2,200 2,146

ＯＴ-24 ONEST錦糸町スクエア 東京都墨田区江東橋二丁目3番7号 不動産信託
受益権 3,910.34 4,390 3,987

ＯＴ-25 リードシー千葉駅前ビル 千葉県千葉市中央区弁天一丁目15番3号 不動産信託
受益権 6,068.42 4,720 4,525

ＯＴ-27 ONEST箱崎ビル 東京都中央区日本橋箱崎町31番4号 不動産信託
受益権 1,751.61 1,810 1,771

ＯＴ-28 ONEST東中野ビル 東京都中野区東中野四丁目6番2号 不動産信託
受益権 2,040.28 1,860 1,752

ＯＴ-29 フィールド北参道 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目4番4号 不動産信託
受益権 1,873.47 4,050 3,824

ＯＯ-１ ONEST新大阪
スクエア 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 不動産信託

受益権 9,437.82 6,720 4,251

ＯＯ-２ ONEST京都烏丸
スクエア

京都府京都市中京区烏丸通六角下る
七観音町634番地

不動産信託
受益権 8,882.07 4,150 3,827

ＯＯ-３ ONEST名古屋錦
スクエア 愛知県名古屋市中区錦一丁目8番6号 不動産信託

受益権 5,801.80 3,720 2,173

ＯＯ-５ 名古屋伏見
スクエアビル 愛知県名古屋市中区錦一丁目13番26号 不動産信託

受益権 8,418.82 5,690 4,756

ＯＯ-６ 大博多ビル 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目
20番1号

不動産信託
受益権 15,457.95 11,400 10,900

ＯＯ-７ 肥後橋センター
ビル 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号 不動産信託

受益権 15,872.58 11,300 9,606

ＯＯ-８ 大同生命水戸ビル 茨城県水戸市桜川一丁目1番25号 不動産信託
受益権 3,710.23 1,810 1,739

Ｈ-１ コンフォートイン
名古屋栄駅前 愛知県名古屋市中区錦三丁目16番30号 不動産信託

受益権 5,186.54 8,340 7,763

Ｈ-２ カンデオホテルズ
京都烏丸六角

京都府京都市中京区六角通
烏丸西入骨屋町149番地

不動産信託
受益権 3,454.06 5,160 4,851

合　計 157,059.07 142,168 122,091
(注)�各物件の鑑定評価については、株式会社谷澤総合鑑定所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所、一般財団法人日本不動産研究
所及びJLL森井鑑定株式会社に委託しており、「期末算定価額」には、2026年2月28日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価
額を記載しています。

　本投資法人が保有する不動産等の賃貸状況は次のとおりです。

不動産等の名称

第24期
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

第25期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

テナント総数
〔期末時点〕
（件）

稼働率
〔期末時点〕
（％）

不動産賃貸
事業収益
〔期間中〕
（百万円）

対総不動産
賃貸事業
収益比率
(％)(注1)

テナント総数
〔期末時点〕
（件）

稼働率
〔期末時点〕
（％）

不動産賃貸
事業収益
〔期間中〕
（百万円）

対総不動産
賃貸事業
収益比率
(％)(注1)

ＯＴ-２ ONEST神田
スクエア 30 100.0 212 4.7 29 99.1 214 4.8

ＯＴ-３ 立川錦町ビル 22 100.0 153 3.4 22 100.0 152 3.4

ＯＴ-５ ONEST横浜西口
ビル 10 93.0 125 2.8 10 93.0 125 2.8

ＯＴ-７ ONEST中野ビル 7 100.0 117 2.6 7 100.0 117 2.6
ＯＴ-13 八王子SIAビル 14 100.0 47 1.1 14 100.0 47 1.1

ＯＴ-14 ONEST元代々木スクエア 9 100.0 253 5.6 8 100.0 245 5.4

ＯＴ-15 ONEST上野御徒町ビル 11 100.0 95 2.1 11 100.0 95 2.1

不動産等の名称

第24期
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

第25期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

テナント総数
〔期末時点〕
（件）

稼働率
〔期末時点〕
（％）

不動産賃貸
事業収益
〔期間中〕
（百万円）

対総不動産
賃貸事業
収益比率
(％)(注1)

テナント総数
〔期末時点〕
（件）

稼働率
〔期末時点〕
（％）

不動産賃貸
事業収益
〔期間中〕
（百万円）

対総不動産
賃貸事業
収益比率
(％)(注1)

ＯＴ-16 ONEST大宮吉敷町ビル 20 100.0 123 2.7 20 100.0 122 2.7

ＯＴ-17 ONEST池袋イーストビル 7 100.0 77 1.7 7 100.0 75 1.7

ＯＴ-18 クレシェンドビル 32 100.0 95 2.1 32 100.0 90 2.0

ＯＴ-19 東京パークサイドビル 15 100.0 385 8.6 14 87.7 372 8.2

ＯＴ-20 ONEST西五反田スクエア 11 100.0 129 2.9 10 92.9 126 2.8

ＯＴ-21 ONEST本郷スクエア 7 100.0 136 3.0 7 100.0 138 3.1

ＯＴ-22 ONEST南大塚ビル(注2) 14 100.0 115 2.6 － － 95 2.1

ＯＴ-23 ONEST神田西福田町ビル 8 100.0 53 1.2 7 91.9 49 1.1

ＯＴ-24 ONEST錦糸町スクエア 7 86.6 98 2.2 7 86.6 88 2.0

ＯＴ-25 リードシー千葉駅前ビル 17 100.0 179 4.0 17 100.0 181 4.0

ＯＴ-26 新川一丁目ビル(注2) 13 100.0 44 1.0 － － 36 0.8
ＯＴ-27 ONEST箱崎ビル 5 77.6 49 1.1 5 77.6 41 0.9

ＯＴ-28 ONEST東中野ビル 8 100.0 52 1.2 8 100.0 52 1.2

ＯＴ-29 フィールド北参道 4 100.0 88 2.0 4 100.0 90 2.0

ＯＯ-１ ONEST新大阪
スクエア 29 100.0 230 5.1 29 100.0 229 5.1

ＯＯ-２ ONEST京都烏丸
スクエア 9 91.8 189 4.2 9 91.8 188 4.2

ＯＯ-３ ONEST名古屋錦
スクエア 6 90.5 104 2.3 7 100.0 132 2.9

ＯＯ-５ 名古屋伏見
スクエアビル 43 99.1 207 4.6 40 97.9 207 4.6

ＯＯ-６ 大博多ビル 62 99.5 464 10.3 61 99.9 469 10.4

ＯＯ-７ 肥後橋センター
ビル 62 99.6 395 8.8 62 99.6 390 8.7

ＯＯ-８ 大同生命水戸ビル 20 100.0 76 1.7 20 100.0 76 1.7

Ｈ-１ コンフォートイン
名古屋栄駅前 1 100.0 非開示(注3) 非開示(注3) 1 100.0 非開示(注3) 非開示(注3)

Ｈ-２ カンデオホテルズ
京都烏丸六角 － － － － 1 100.0 非開示(注3) 非開示(注3)

合　計 503 98.3 4,504 100.0 469 97.3 4,518 100.0
(注1)「対総不動産賃貸事業収益比率」の算出にあたっては、小数第2位を四捨五入して表示しています。
(注2)ONEST南大塚ビル及び新川一丁目ビルは2026年1月30日付で譲渡しました。
(注3)�コンフォートイン名古屋栄駅前及びカンデオホテルズ京都烏丸六角は、賃借人より個別賃料の開示について同意を得られていないため、非開

示としています。
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② 有価証券組入資産明細
　2026年2月28日現在における本投資法人が保有する有価証券の概要は以下のとおりです。

銘柄名 資産の種類 数量
帳簿価額(百万円) 評価額(百万円)(注1) 評価損益

（百万円） 備考
単価 金額 単価 金額

神楽坂興業合同会社を営業者
とする匿名組合出資持分（注2）

匿名組合
出資持分 － － 15 － 15 － －

合　計 － － 15 － 15 － －

区分 種類
契約額等（百万円）（注1）

時価（百万円）(注2)
　 うち1年超

市場取引以外の取引 金利スワップ取引
（変動受取・固定支払） 17,324 8,124 －

合　計 17,324 8,124 －

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)�運用資産は、神楽坂プラザビルを信託財産とする不動産信託受益権です。なお、当該匿名組合は、神楽坂プラザビルの取得に伴い、清算され

る予定です。

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引は、金融商品会計基準の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。

　2026年2月28日現在、本投資法人における特定取引の契約額等及び時価の状況は、以下のとおりです。

4 特定取引の契約額等及び時価の状況表

保有不動産の資本的支出

1 資本的支出の予定

　本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、第26期（2026年8月期）に計
画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主要なものは、次のとおりです。なお、工事予定金額に
は、結果として、会計上の費用に区分される部分が発生する場合があります。

不動産等の名称 所在地 目　的 予定期間
工事予定金額（千円）

総額 当期支払額 既支払総額

肥後橋センタービル 大阪府
大阪市

特高受変電設備
改修工事（6/9期）

自 2026年  3月  1日
至 2026年  8月31日 59,983 － －

ONEST箱崎ビル 東京都
中央区

2階セットアップ及び
共用部内装工事

自 2026年  5月  1日
至 2026年  6月30日 50,550 － －

大博多ビル 福岡県
福岡市 泡消火設備改修工事 自 2026年  7月  1日

至 2026年  7月31日 34,390 － －

肥後橋センタービル 大阪府
大阪市

パッケージエアコン
(個別空調)更新工事
(3/10期)

自 2026年  4月  1日
至 2026年  5月31日 33,128 － －

　日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。

　不動産及び不動産を主な信託財産とする信託受益権等は、前記「3. 組入資産明細」に一括して記載していま
す。当期末において、前記「3. 組入資産明細」に記載しているもの以外に本投資法人が主たる投資対象とする
主な特定資産の組入れはありません。

6 国及び地域毎の資産保有状況

5 その他資産の状況

不動産等の名称 所在地 目　的 予定期間
工事予定金額（千円）

総額 当期支払額 既支払総額

八王子SIAビル 東京都
八王子市

照明LED化及び共用部
美装工事

自 2026年  3月  1日
至 2026年  7月30日 27,573 － －

クインテッサホテル鹿児島天文館
Relax&Sleep（注）

鹿児島県
鹿児島市 空調更新工事 自 2026年  6月  1日

至 2026年  8月31日 18,000 － －

ONEST新大阪
スクエア

大阪府
大阪市

スプリンクラー設備ア
ラーム弁更新

自 2026年  8月  1日
至 2026年  8月31日 17,170 － －

ONEST神田西福田町
ビル

東京都
千代田区 1階専有部内装工事 自 2026年  5月  1日

至 2026年  7月30日 15,200 － －

ONEST新大阪
スクエア

大阪府
大阪市

スプリンクラー設備ポ
ンプ交換

自 2026年  8月  1日
至 2026年  8月31日 12,625 － －

ONEST新大阪
スクエア

大阪府
大阪市 FCU更新工事 自 2026年  4月  1日

至 2026年  7月  1日 10,100 － －

ONEST新大阪
スクエア

大阪府
大阪市 扉交換工事 自 2026年  4月  1日

至 2026年  4月30日 10,100 － －

ONEST新大阪
スクエア

大阪府
大阪市 空調制御機器部品交換 自 2026年  6月10日

至 2026年  6月30日 10,100 － －

2 期中の資本的支出

　当期（2026年2月期）中に資本的支出に該当する工事を行った主要な物件の概要は、次のとおりです。当期
中の資本的支出はポートフォリオ全体で533,420千円であり、修繕費に計上した130,994千円と合わせ、合計
664,415千円の工事を実施しています。

不動産等の名称 所在地 目　的 期　間 工事金額（千円）

大博多ビル 福岡県福岡市 特高受変電設備
更新工事(3/6期)

自 2025年11月30日
至 2026年  2月18日 131,546

肥後橋センタービル 大阪府大阪市 特高受変電設備
改修工事(5/9期)

自 2025年  9月  1日
至 2026年  2月16日 59,915

ONEST西五反田スクエア 東京都品川区 エレベーター更新工事 自 2025年12月26日
至 2026年  1月22日 36,772

肥後橋センタービル 大阪府大阪市 空調機オーバーホール工事
(3～17階南貸室系統)(9/9期)

自 2025年11月  3日
至 2025年11月28日 29,869

ONEST新大阪スクエア 大阪府大阪市 外調機改修工事(2/2期) 自 2025年12月12日
至 2026年  1月  8日 23,153

ONEST京都烏丸スクエア 京都府京都市 受変電設備更新工事 自 2025年11月  5日
至 2025年12月  3日 12,542

クレシェンドビル 東京都中野区 キュービクル更新工事 自 2025年11月  8日
至 2025年11月27日 11,609

その他 228,012
合　計 533,420

(注)�クインテッサホテル鹿児島天文館 Relax＆Sleepは2026年3月19日付で取得しました。
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費用・負債の状況

1 運用等に係る費用明細
(単位:千円)

項目
第24期

自  2025年3月  1日
至  2025年8月31日

第25期
自  2025年9月  1日
至  2026年2月28日

(a)資産運用報酬 298,743 297,451
(b)資産保管手数料 5,221 5,214
(c)一般事務委託手数料 22,082 26,785
(d)役員報酬 3,876 3,876
(e)その他営業費用 93,671 66,857

合　計 423,595 400,184
(注)�資産運用報酬には、上記記載金額のほか、特定資産の帳簿価額に算入した運用報酬（第24期：38,700千円（物件取得に係る報酬分）、第25期：
48,000千円（物件取得に係る報酬分））、物件売却に係る譲渡報酬（第24期：77,285千円、第25期：62,300千円）があります。

　2026年2月28日現在における金融機関毎の借入金の状況は以下のとおりです。

2 借入状況

区分
借入日 当期首残高

（百万円）
当期末残高
（百万円）

平均利率
(％)(注1) 返済期限 返済方法 使途 摘要

 借入先

短
期
借
入
金

株式会社みずほ銀行 2025年
12月18日 － － 1.04682 2026年

1月30日
期限一括
返済 (注3) 無担保

無保証

計 － －

１
年
内
返
済
予
定
の
長
期
借
入
金

みずほ信託銀行株式会社

2020年
9月7日

1,494 －

0.58600（注2） 2025年
9月7日

期限一括
返済 (注4)

無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 1,450 －
株式会社三井住友銀行 680 －
株式会社SBI新生銀行 900 －
株式会社りそな銀行 325 －
株式会社あおぞら銀行 275 －
みずほ信託銀行株式会社

2021年
3月30日

425 －

0.55971 2025年
9月7日

期限一括
返済 (注3)

株式会社みずほ銀行 425 －
株式会社SBI新生銀行 400 －
株式会社りそな銀行 200 －

区分
借入日 当期首残高

（百万円）
当期末残高
（百万円）

平均利率
(％)(注1) 返済期限 返済方法 使途 摘要

 借入先

１
年
内
返
済
予
定
の
長
期
借
入
金

株式会社あおぞら銀行 2021年
3月30日

400 －
0.55971 2025年

9月7日
期限一括
返済 (注3)

無担保
無保証

株式会社横浜銀行 1,000 －
みずほ信託銀行株式会社

2022年
9月7日

390 －

1.30984 2025年
9月7日

期限一括
返済

(注4)

株式会社みずほ銀行 390 －
株式会社三井住友銀行 340 －
株式会社SBI新生銀行 550 －
株式会社りそな銀行 150 －
株式会社福岡銀行 180 －
みずほ信託銀行株式会社

2019年
9月9日

－ 2,050

0.75000（注2） 2026年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 － 2,050
株式会社三井住友銀行 － 375
株式会社SBI新生銀行 － 1,500
株式会社りそな銀行 － 450
株式会社福岡銀行 － 150
株式会社三十三銀行 － 525
株式会社西日本シティ銀行 － 700
株式会社京都銀行 － 700
日本生命保険相互会社 － 700
みずほ信託銀行株式会社

2023年
9月7日

－ 485

1.03903 2026年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 － 485
株式会社福岡銀行 － 1,150
株式会社西日本シティ銀行 － 300
株式会社中国銀行 － 300
株式会社第四北越銀行 － 200

計 9,974 12,120

長
期
借
入
金

みずほ信託銀行株式会社

2019年
9月9日

2,050 －

0.75000（注2） 2026年
9月7日

期限一括
返済

(注4)
無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 2,050 －
株式会社三井住友銀行 375 －
株式会社SBI新生銀行 1,500 －
株式会社りそな銀行 450 －
株式会社福岡銀行 150 －
株式会社三十三銀行 525 －
株式会社西日本シティ銀行 700 －
株式会社京都銀行 700 －
日本生命保険相互会社 700 －
みずほ信託銀行株式会社

2020年
9月7日

740 740

0.82200（注2） 2027年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 735 735
株式会社三井住友銀行 300 300
株式会社SBI新生銀行 550 550
株式会社りそな銀行 160 160
株式会社あおぞら銀行 100 100
株式会社三十三銀行 415 415
みずほ信託銀行株式会社 2021年

9月24日
250 250

0.65422 2027年
9月7日

期限一括
返済 (注3)

株式会社みずほ銀行 250 250

3 長期修繕計画のために積立てた金銭

　本投資法人は、物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長期
的な将来の大規模修繕等の資金に充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積立てています。

(単位:千円)

営業期間
第21期

自  2023年9月  1日
至  2024年2月29日

第22期
自  2024年3月  1日
至  2024年8月31日

第23期
自  2024年9月  1日
至  2025年2月28日

第24期
自  2025年3月  1日
至  2025年8月31日

第25期
自  2025年9月  1日
至  2026年2月28日

当期首積立金残高 2,274,069 2,224,264 2,326,161 2,381,649 2,480,561
当期積立額 593,917 605,522 620,010 605,479 615,090
当期積立金取崩額 643,722 503,625 564,522 506,567 533,420
次期繰越額 2,224,264 2,326,161 2,381,649 2,480,561 2,562,231
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区分
借入日 当期首残高

（百万円）
当期末残高
（百万円）

平均利率
(％)(注1) 返済期限 返済方法 使途 摘要

 借入先

長
期
借
入
金

株式会社三井住友銀行
2024年
9月9日

750 750

1.13903 2029年
9月7日

期限一括
返済

(注4) 無担保
無保証

株式会社SBI新生銀行 500 500
株式会社りそな銀行 487 487
株式会社あおぞら銀行 262 262
みずほ信託銀行株式会社

2024年
9月9日

1,400 1,400

1.18625 2029年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 1,400 1,400
株式会社三井住友銀行 2,400 2,400
株式会社SBI新生銀行 500 500
株式会社あおぞら銀行 300 300
みずほ信託銀行株式会社

2025年
9月8日

－ 1,270

1.09420 2029年
9月7日

期限一括
返済

株式会社SBI新生銀行 － 400
株式会社りそな銀行 － 150
株式会社福岡銀行 － 180
みずほ信託銀行株式会社

2025年
9月8日

－ 455

1.14420 2030年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 － 995
株式会社あおぞら銀行 － 400
株式会社横浜銀行 － 1,000
みずほ信託銀行株式会社

2025年
9月8日

－ 584

1.82850（注2） 2030年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 － 1,270
株式会社三井住友銀行 － 1,020
株式会社SBI新生銀行 － 1,450
株式会社りそな銀行 － 525
株式会社あおぞら銀行 － 275

計 46,020 43,874
合　計 55,994 55,994

区分
借入日 当期首残高

（百万円）
当期末残高
（百万円）

平均利率
(％)(注1) 返済期限 返済方法 使途 摘要

 借入先

長
期
借
入
金

株式会社あおぞら銀行

2021年
9月24日

250 250

0.65422 2027年
9月7日

期限一括
返済 (注3)

無担保
無保証

株式会社SBI新生銀行 250 250
株式会社りそな銀行 250 250
株式会社横浜銀行 500 500
株式会社西日本シティ銀行 250 250
株式会社京都銀行 150 150
第一生命保険株式会社 800 800
株式会社第四北越銀行 500 500
株式会社七十七銀行 400 400
株式会社千葉銀行 400 400
株式会社肥後銀行 400 400
株式会社静岡銀行 250 250
みずほ信託銀行株式会社

2022年
9月7日

182 182

0.79750 2027年
9月7日

期限一括
返済

(注4)

株式会社みずほ銀行 182 182
株式会社三井住友銀行 3,750 3,750
株式会社りそな銀行 567 567
株式会社あおぞら銀行 562 562
株式会社福岡銀行 375 375
株式会社三十三銀行 380 380
みずほ信託銀行株式会社

2023年
9月7日

485 －

1.03903 2026年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 485 －
株式会社福岡銀行 1,150 －
株式会社西日本シティ銀行 300 －
株式会社中国銀行 300 －
株式会社第四北越銀行 200 －
株式会社みずほ銀行

2023年
9月7日

220 220

1.03250 2028年
9月7日

期限一括
返済

株式会社三井住友銀行 1,000 1,000
株式会社SBI新生銀行 1,500 1,500
株式会社りそな銀行 980 980
株式会社あおぞら銀行 1,000 1,000
株式会社西日本シティ銀行 700 700
株式会社京都銀行 800 800
日本生命保険相互会社 300 300
株式会社中国銀行 600 600
株式会社第四北越銀行 300 300
株式会社七十七銀行 600 600
株式会社千葉銀行 500 500
株式会社広島銀行 500 500
みずほ信託銀行株式会社

2024年
9月9日

310 310

1.08903 2028年
9月7日

期限一括
返済

株式会社みずほ銀行 310 310
株式会社三井住友銀行 975 975
株式会社SBI新生銀行 500 500
株式会社りそな銀行 530 530
株式会社福岡銀行 375 375

(注1)平均利率は、ローン契約毎の借入利率（期中残高の加重平均）を小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金並びに関連費用の一部に充当するためです。
(注4)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。

　2026年2月28日現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。

3 投資法人債の状況

(注1)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注2)資金使途は、既存借入金の返済資金の一部及び第3回投資法人債の償還資金に充当するためです。
(注3)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。

銘柄 発行年月日 当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％） 償還期限 償還方法 使途 摘要

第2回無担保投資法人債 2019年
8月5日 2,000 2,000 0.820 2029年

8月3日 期限一括

(注1)

(注3)

第4回無担保投資法人債 2020年
8月6日 1,500 1,500 0.860 2030年

8月6日 期限一括

第5回無担保投資法人債
(グリーンボンド)

2022年
1月27日 3,000 3,000 0.780 2032年

1月27日 期限一括

第6回無担保投資法人債 2025年
7月30日 1,900 1,900 1.721 2030年

7月30日 期限一括 (注2)

第7回無担保投資法人債
(グリーンボンド)

2025年
7月30日 1,000 1,000 1.979 2032年

7月30日 期限一括 (注1)

合計 9,400 9,400
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期中の売買状況

1 不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等

資産の種類 不動産等の名称
取得 譲渡

取得年月日 取得価格
（百万円）(注1) 譲渡年月日 譲渡価格

（百万円）(注1)
帳簿価額
（百万円）

売却損益
（百万円）

信託受益権 ONEST南大塚ビル － － 2026年
1月30日 4,100 3,894 157

信託受益権 新川一丁目ビル － － 2026年
1月30日 2,130 2,087 14

信託受益権 カンデオホテルズ
京都烏丸六角

2025年
12月18日 4,800 － － － －

合　計 － 4,800 － 6,230 5,981 171

2 その他の資産の売買状況等

3 特定資産の価格等の調査

　該当事項はありません。

① 取引状況
　利害関係人等との特定資産の売買取引等はありません。

4 利害関係人等との取引状況

(注1)�「取得価格」又は「譲渡価格」は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を含まない金額（売買契約書等
に記載された売買金額）を記載しています。

(注2)�各譲渡については、上記のほかに、ONEST南大塚ビルで47百万円、新川一丁目ビルで28百万円の「その他売却費用」があり、「売却損益」に
はこれらを反映した金額を記載しています。

取得又は
譲渡 資産の種類 不動産等の名称 取引年月日

取得価格又は
譲渡価格

（百万円）(注1)

不動産
鑑定評価額
（百万円）

不動産鑑定機関 価格時点

譲渡 信託受益権 ONEST南大塚ビル 2026年
1月30日 4,100 4,010 株式会社

中央不動産鑑定所
2025年
8月31日

譲渡 信託受益権 新川一丁目ビル 2026年
1月30日 2,130 2,100 株式会社

中央不動産鑑定所
2025年
8月31日

取得 信託受益権 カンデオホテルズ
京都烏丸六角

2025年
12月18日 4,800 5,160 一般財団法人

日本不動産研究所
2025年
10月31日

（注1）�「取得価格又は譲渡価格」は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を含まない金額（売買契約書等
に記載された売買金額）を記載しています。

（注2）上記記載の鑑定評価は、「不動産鑑定評価基準　各論第3章　証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」を適用して行っています。

(注1)「総額に対する割合」の算出にあたっては、小数第2位を四捨五入して表示しています。
(注2)上記記載の支払手数料等以外に利害関係人等へ支払った、費用として処理されていない資産計上された支払手数料は以下のとおりです。

株式会社みずほ銀行	 78百万円
みずほ信託銀行株式会社	 20百万円

区分 支払手数料
等総額（A）

利害関係人等との取引の内訳 総額に対する
割合（B/A）(注1)支払先 支払金額（B）

管理業務費 396百万円 株式会社みずほ銀行 0百万円 0.2％
信託報酬 15百万円 みずほ信託銀行株式会社 3百万円 21.1％
資産保管手数料 5百万円 みずほ信託銀行株式会社 5百万円 100.0％
一般事務委託手数料 26百万円 みずほ信託銀行株式会社 26百万円 100.0％

その他営業費用 66百万円
株式会社みずほ銀行 0百万円 1.1％
みずほ信託銀行株式会社 0百万円 0.0％
みずほ証券株式会社 0百万円 0.1％

その他営業外費用 2百万円 株式会社みずほ銀行 0百万円 3.0％

② 支払手数料等の金額

5 資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
　本投資法人の資産運用会社（みずほリートマネジメント株式会社）は、第一種金融商品取引業、第二種金融
商品取引業、宅地建物取引業又は不動産特定共同事業のいずれの業務も兼業しておらず、該当事項はありません。

経理の状況

1 資産、負債、元本及び損益の状況

2 減価償却額の算定方法の変更

4 自社設定投資信託受益証券等に係る開示

3 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更

5 海外不動産保有法人及びその有する不動産に係る開示

　後記、「Ⅱ．貸借対照表」、「Ⅲ．損益計算書」、「Ⅳ．投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ．注記表」及び「Ⅵ．金
銭の分配に係る計算書」をご参照下さい。
　貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び金銭の分配に係る計算書の前期情報はご参
考であり、当期においては「投資信託及び投資法人に関する法律」第130条の規定に基づく会計監査人の監査
対象ではありません。

　該当事項はありません。

　該当事項はありません。

　該当事項はありません。

　該当事項はありません。

　該当事項はありません。

　該当事項はありません。

4 短期投資法人債の状況

5 新投資口予約権の状況
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その他

1 お知らせ

2 金額及び比率の端数処理

　本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値については、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載
しています。

投資主総会
　2026年2月27日に第8回投資主総会が開催されました。投資主総会で承認された事項の概要は、以下のとお
りです。

議　案 概　要

第1号議案　執行役員1名選任の件 執行役員に久米克也が選任されました。なお、任期は2027年5月31日ま
でとなります。

第2号議案　補欠執行役員2名選任の件 補欠執行役員に中山利明、門倉基の両名が選任されました。執行役員への
就任の優先順位は、中山利明を第一順位、門倉基を第二順位とします。
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(単位:千円)

前 期（ご参考）（2025年8月31日） 当 期（2026年2月28日）

資産の部
流動資産
現金及び預金 3,933,521 4,987,250
信託現金及び信託預金 7,524,171 7,181,667
営業未収入金 156,547 117,755
前払費用 173,076 188,669
未収還付法人税等 1,780 1,579
未収入金 － 978
その他 4,403 5,528
流動資産合計 11,793,500 12,483,428

固定資産
有形固定資産
建物 3,668,006 3,673,182
減価償却累計額 △1,383,968 △1,409,340

 建物（純額） 2,284,037 2,263,842
構築物 9,842 9,842
 減価償却累計額 △7,578 △7,901
 構築物（純額） 2,263 1,940
機械及び装置 70,951 70,951
 減価償却累計額 △63,949 △64,396
 機械及び装置（純額） 7,001 6,555
工具、器具及び備品 26,552 26,587
 減価償却累計額 △10,538 △14,570
 工具、器具及び備品（純額） 16,014 12,017
土地 3,770,347 3,770,347
信託建物 31,341,572 31,980,555
 減価償却累計額 △6,928,701 △7,350,162
 信託建物（純額） 24,412,870 24,630,393
信託構築物 65,171 67,367
 減価償却累計額 △15,207 △17,510
 信託構築物（純額） 49,964 49,857
信託機械及び装置 540,739 567,828
 減価償却累計額 △213,141 △236,595
 信託機械及び装置（純額） 327,597 331,233
信託工具、器具及び備品 113,347 108,953
 減価償却累計額 △64,336 △68,091
 信託工具、器具及び備品（純額） 49,011 40,861
信託土地 92,357,175 90,967,262
信託建設仮勘定 13,927 17,181
有形固定資産合計 123,290,213 122,091,492

無形固定資産  
その他 3,907 2,980
無形固定資産合計 3,907 2,980

投資その他の資産  
投資有価証券 15,353 15,138
差入敷金及び保証金 10,300 10,300
長期前払費用 211,997 248,519
繰延税金資産 2 22
投資その他の資産合計  237,653 273,980

固定資産合計  123,531,774 122,368,453
繰延資産   
 投資法人債発行費  51,451 46,632
 繰延資産合計  51,451 46,632
資産合計 135,376,726 134,898,514

(単位:千円)

前 期（ご参考）（2025年8月31日） 当 期（2026年2月28日）

負債の部
流動負債
営業未払金 331,397 221,558
1年内返済予定の長期借入金 9,974,000 12,120,000
未払金 601,689 645,098
未払費用 12,877 11,281
未払法人税等 617 744
未払消費税等 150,053 208,562
前受金 712,373 720,800
その他 58,319 62,244
流動負債合計 11,841,327 13,990,290

固定負債
投資法人債 9,400,000 9,400,000
長期借入金 46,020,000 43,874,000
預り敷金及び保証金 283,637 294,314
信託預り敷金及び保証金 5,835,337 5,657,490
固定負債合計 61,538,975 59,225,805

負債合計 73,380,302 73,216,096

純資産の部
投資主資本
出資総額 59,164,521 59,164,521
剰余金
任意積立金   
圧縮積立金 207,000 434,000
任意積立金合計 207,000 434,000

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,624,902 2,083,896
剰余金合計 2,831,902 2,517,896

投資主資本合計 61,996,423 61,682,418
純資産合計 ※1 61,996,423 61,682,418

負債純資産合計 135,376,726 134,898,514
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(単位:千円)
前 期（ご参考）

（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
当 期

（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

営業収益
賃貸事業収入 ※1 4,059,171 4,128,931
その他賃貸事業収入 ※1 444,977 389,914
受取配当金 　 338 275
不動産等売却益 ※2 828,268 171,323
営業収益合計 5,332,756 4,690,444

営業費用
賃貸事業費用 ※1 2,043,085 1,936,267
資産運用報酬 298,743 297,451
資産保管手数料 5,221 5,214
一般事務委託手数料 22,082 26,785
役員報酬 3,876 3,876
その他営業費用 93,671 66,857
営業費用合計 2,466,680 2,336,451

営業利益 2,866,075 2,353,992
営業外収益
受取利息 11,191 13,071
受取保険金 179 －
未払分配金戻入 356 351
その他 53 45
営業外収益合計 11,781 13,469

営業外費用
支払利息 250,072 286,876
投資法人債利息 34,880 51,729
融資関連費用 102,178 98,599
投資法人債発行費償却 4,373 4,818
その他 2,196 2,320
営業外費用合計 393,702 444,344

経常利益 2,484,155 1,923,116
税引前当期純利益 2,484,155 1,923,116
法人税、住民税及び事業税 647 1,072
法人税等調整額 6,589 △20
法人税等合計 7,237 1,052
当期純利益 2,476,917 1,922,064
前期繰越利益 147,984 161,832
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,624,902 2,083,896

前期（ご参考）（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当期（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

(単位:千円)

投資主資本

純資産合計
出資総額

剰余金

投資主資本合計
任意積立金 当期未処分

利益又は当期
未処理損失
（△）

剰余金
合計圧縮積立金

固定資産圧縮
特別勘定
積立金

任意積立金
合計

当期首残高 59,164,521 － － － 2,292,518 2,292,518 61,457,039 61,457,039
当期変動額
固定資産圧縮
特別勘定積立
金の積立

207,000 207,000 △207,000 － － －

固定資産圧縮
特別勘定積立
金の取崩

△207,000 △207,000 207,000 － － －

圧縮積立金の
積立 － 207,000 207,000 △207,000 － － －

剰余金の配当 △1,937,533 △1,937,533 △1,937,533 △1,937,533
当期純利益 2,476,917 2,476,917 2,476,917 2,476,917
当期変動額�
合計 － 207,000 － 207,000 332,383 539,383 539,383 539,383

当期末残高 59,164,521 207,000 － 207,000 2,624,902 2,831,902 61,996,423 61,996,423

(単位:千円)

投資主資本

純資産合計
出資総額

剰余金

投資主資本合計
任意積立金 当期未処分

利益又は当期
未処理損失
（△）

剰余金
合計圧縮積立金

固定資産圧縮
特別勘定
積立金

任意積立金
合計

当期首残高 59,164,521 207,000 － 207,000 2,624,902 2,831,902 61,996,423 61,996,423
当期変動額
固定資産圧縮
特別勘定積立
金の積立

227,000 227,000 △227,000 － － －

固定資産圧縮
特別勘定積立
金の取崩

△227,000 △227,000 227,000 － － －

圧縮積立金の
積立 － 227,000 227,000 △227,000 － － －

剰余金の配当 △2,236,069 △2,236,069 △2,236,069 △2,236,069
当期純利益 1,922,064 1,922,064 1,922,064 1,922,064
当期変動額�
合計 － 227,000 － 227,000 △541,005 △314,005 △314,005 △314,005

当期末残高 59,164,521 434,000 － 434,000 2,083,896 2,517,896 61,682,418 61,682,418
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期別

項目
前 期（ご参考）

（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
当 期

（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券
　その他有価証券
　　市場価格のない株式等
　　　移動平均法による原価法を採用しています。
　　匿名組合出資持分
　　　�匿名組合の損益の純額に対する持分相当

額を取り込む方法を採用しています。

有価証券
　その他有価証券
　　市場価格のない株式等
　　　移動平均法による原価法を採用しています。
　　匿名組合出資持分
　　　�匿名組合の損益の純額に対する持分相当

額を取り込む方法を採用しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（信託財産を含む）
　定額法を採用しています。
　�なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下
のとおりです。
　　建物 3～59年
　　構築物 4～45年
　　機械及び装置 5～10年
　　工具、器具及び備品 2～15年
②無形固定資産
　定額法を採用しています。
③長期前払費用
　定額法を採用しています。

①有形固定資産（信託財産を含む）
　定額法を採用しています。
　�なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下
のとおりです。

　　建物 3～65年
　　構築物 4～45年
　　機械及び装置 5～10年
　　工具、器具及び備品 2～15年
②無形固定資産
　定額法を採用しています。
③長期前払費用
　定額法を採用しています。

3. 繰延資産の処理方法
投資法人債発行費
　償還までの期間にわたり定額法により償却し
ています。

投資法人債発行費
　償還までの期間にわたり定額法により償却し
ています。

4. 収益及び費用の計上基準

①固定資産税等の処理方法
　�保有する不動産等に係る固定資産税、都市計
画税及び償却資産税等については、賦課決定
された税額のうち当該計算期間に対応する額
を賃貸事業費用として費用処理する方法を採
用しています。
　�なお、不動産等の取得に伴い、精算金として
譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資
産税等相当額については、費用に計上せず、
当該不動産等の取得原価に算入しています。
当期において不動産等の取得原価に算入した
固定資産税等相当額は、28,495千円です。
②収益に関する計上基準
　・不動産等の売却
　　�不動産等の売却については、不動産等の売
買契約に定められた引渡義務を履行するこ
とにより、顧客である買主が当該不動産等
の支配を獲得した時点で収益を認識してい
ます。なお、損益計算書上は、不動産等の
売却代金である「不動産等売却収入」から
売却した不動産等の帳簿価額である「不動
産等売却原価」及び売却に直接要した諸費
用である「その他売却費用」を控除した金
額を「不動産等売却益」又は「不動産等売
却損」として表示しています。

　・水道光熱費収入
　　�水道光熱費収入については、不動産等の賃
貸借契約及び付随する合意内容に基づき、
顧客である賃借人に対する電気等の供給に
応じて収益計上を行っています。

　　�水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理
人に該当すると判断したものについては、他
の当事者が供給する電気等の料金として収
受する額から当該他の当事者に支払う額を
控除した純額を収益として認識しています。

①固定資産税等の処理方法
　�保有する不動産等に係る固定資産税、都市計
画税及び償却資産税等については、賦課決定
された税額のうち当該計算期間に対応する額
を賃貸事業費用として費用処理する方法を採
用しています。

　�なお、不動産等の取得に伴い、精算金として
譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資
産税等相当額については、費用に計上せず、
当該不動産等の取得原価に算入しています。
当期において不動産等の取得原価に算入した
固定資産税等相当額は、538千円です。

②収益に関する計上基準
　・不動産等の売却
　　�不動産等の売却については、不動産等の売
買契約に定められた引渡義務を履行するこ
とにより、顧客である買主が当該不動産等
の支配を獲得した時点で収益を認識してい
ます。なお、損益計算書上は、不動産等の
売却代金である「不動産等売却収入」から
売却した不動産等の帳簿価額である「不動
産等売却原価」及び売却に直接要した諸費
用である「その他売却費用」を控除した金
額を「不動産等売却益」又は「不動産等売
却損」として表示しています。

　・水道光熱費収入
　　�水道光熱費収入については、不動産等の賃
貸借契約及び付随する合意内容に基づき、
顧客である賃借人に対する電気等の供給に
応じて収益計上を行っています。

　　�水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理
人に該当すると判断したものについては、他
の当事者が供給する電気等の料金として収
受する額から当該他の当事者に支払う額を控
除した純額を収益として認識しています。

期別

項目
前 期（ご参考）

（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
当 期

（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

5. ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法
　�金利スワップについて特例処理の要件を満た
しているため、特例処理を採用しています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段：金利スワップ取引
　ヘッジ対象：借入金金利
③ヘッジ方針
　�本投資法人は資産運用ガイドラインの財務方
針に基づき、投資法人規約に規定するリスク
をヘッジする目的でデリバティブ取引を行っ
ています。

④ヘッジの有効性の評価の方法
　�金利スワップは特例処理の要件を満たしてい
るため、有効性の評価は省略しています。

①ヘッジ会計の方法
　�金利スワップについて特例処理の要件を満た
しているため、特例処理を採用しています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段：金利スワップ取引
　ヘッジ対象：借入金金利
③ヘッジ方針
　�本投資法人は資産運用ガイドラインの財務方
針に基づき、投資法人規約に規定するリスク
をヘッジする目的でデリバティブ取引を行っ
ています。

④ヘッジの有効性の評価の方法
　�金利スワップは特例処理の要件を満たしてい
るため、有効性の評価は省略しています。

6. �その他計算書類作成のための
基本となる重要な事項

①�不動産等を信託財産とする信託受益権に関す
る会計処理方法

　�保有する不動産等を信託財産とする信託受益
権については、信託財産内の全ての資産及び
負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益
及び費用勘定について、貸借対照表及び損益
計算書の該当勘定科目に計上しています。

　�なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち
重要性がある下記の科目については、貸借対照
表において区分掲記することとしています。
　(1)信託現金及び信託預金
　(2)�信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、

信託工具、器具及び備品、信託土地、信
託建設仮勘定

　(3)信託借地権
　(4)信託預り敷金及び保証金
②控除対象外消費税等の処理方法
　�資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各
資産の取得原価に算入しています。

①�不動産等を信託財産とする信託受益権に関す
る会計処理方法

　�保有する不動産等を信託財産とする信託受益
権については、信託財産内の全ての資産及び
負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益
及び費用勘定について、貸借対照表及び損益
計算書の該当勘定科目に計上しています。

　�なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち
重要性がある下記の科目については、貸借対照
表において区分掲記することとしています。
　(1)信託現金及び信託預金
　(2)�信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、

信託工具、器具及び備品、信託土地、信
託建設仮勘定

　(3)信託預り敷金及び保証金
②控除対象外消費税等の処理方法
　�資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各
資産の取得原価に算入しています。

（貸借対照表に関する注記）

前 期（ご参考）（2025年8月31日） 当 期（2026年2月28日）

※1. �投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定
める最低純資産額

� 50,000千円

※1. �投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定
める最低純資産額

� 50,000千円
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（損益計算書に関する注記）

前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳
� (単位:千円)
　A.不動産賃貸事業収益
　　　賃貸事業収入
　　　　賃料収入� 3,447,579
　　　　共益費収入� 427,245
　　　　駐車場収入� 161,114
　　　　その他賃貸収入� 23,232
　　　　　　　　　　計� 4,059,171
　　　その他賃貸事業収入
　　　　水道光熱費収入� 427,635
　　　　その他収入� 17,342
　　　　　　　　　　計� 444,977
　　　不動産賃貸事業収益合計� 4,504,148

B.不動産賃貸事業費用
　　賃貸事業費用
　　　管理業務費� 400,658
　　　水道光熱費� 438,568
　　　公租公課� 394,140
　　　損害保険料� 11,946
　　　修繕費� 175,342
　　　信託報酬� 14,353
　　　減価償却費� 605,479
　　　その他諸経費� 2,595
　　不動産賃貸事業費用合計� 2,043,085

C.不動産賃貸事業損益(A-B)� 2,461,063

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳
� (単位:千円)
　A.不動産賃貸事業収益
　　　賃貸事業収入
　　　　賃料収入� 3,530,429
　　　　共益費収入� 415,874
　　　　駐車場収入� 159,698
　　　　その他賃貸収入� 22,929
　　　　　　　　　　計� 4,128,931
　　　その他賃貸事業収入
　　　　水道光熱費収入� 373,600
　　　　その他収入� 16,313
　　　　　　　　　　計� 389,914
　　　不動産賃貸事業収益合計� 4,518,845

B.不動産賃貸事業費用
　　賃貸事業費用
　　　管理業務費� 396,889
　　　水道光熱費� 387,866
　　　公租公課� 379,496
　　　損害保険料� 11,610
　　　修繕費� 130,994
　　　信託報酬� 14,318
　　　減価償却費� 615,090
　　　その他諸経費� 0
　　不動産賃貸事業費用合計� 1,936,267

C.不動産賃貸事業損益(A-B)� 2,582,578

※2. 不動産等売却益の内訳
� (単位:千円)
南品川JNビル
不動産等売却収入� 2,210,000
不動産等売却原価� 2,118,632
その他売却費用� 90,153
不動産等売却益� 1,214

南品川Nビル
不動産等売却収入� 2,160,000
不動産等売却原価� 2,062,513
その他売却費用� 83,859
不動産等売却益� 13,627

南品川Jビル
不動産等売却収入� 2,330,000
不動産等売却原価� 1,837,962
その他売却費用� 84,191
不動産等売却益� 407,845

MY熊本ビル（準共有持分55%）
不動産等売却収入� 1,028,500
不動産等売却原価� 579,931
その他売却費用� 42,986
不動産等売却益� 405,581

※2. 不動産等売却益の内訳
� (単位:千円)
ONEST南大塚ビル
不動産等売却収入� 4,100,000
不動産等売却原価� 3,894,903
その他売却費用� 47,860
不動産等売却益� 157,236

新川一丁目ビル
不動産等売却収入� 2,130,000
不動産等売却原価� 2,087,110
その他売却費用� 28,802
不動産等売却益� 14,087

（投資主資本等変動計算書に関する注記）

前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
　 発行可能投資口総口数� 4,000,000口
　 発行済投資口の総口数� 268,468口

1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
　 発行可能投資口総口数� 4,000,000口
　 発行済投資口の総口数� 805,404口

（税効果会計に関する注記）

前 期（ご参考）（2025年8月31日） 当 期（2026年2月28日）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
� (単位:千円)
　（繰延税金資産）
未払事業税損金不算入額� 2
繰延税金資産合計� 2
繰延税金資産の純額� 2

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
� (単位:千円)
　（繰延税金資産）
未払事業税損金不算入額� 22
繰延税金資産合計� 22
繰延税金資産の純額� 22

2. �法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

� (単位:％)
法定実効税率� 31.46
(調整)
支払分配金の損金算入額� △28.32
圧縮積立金繰入額� △2.87
その他� 0.02
税効果会計適用後の法人税等の負担率� 0.29

2. �法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

� (単位:％)
法定実効税率� 31.46
(調整)
支払分配金の損金算入額� △31.44
圧縮積立金繰入額� －
その他� 0.03
税効果会計適用後の法人税等の負担率� 0.05
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（金融商品に関する注記）

前期（ご参考）（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
1. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針
　本投資法人では、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借入又は投資法人債の発
行等による資金調達を行います。
　デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的
とした運用に限るものとします。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　借入金及び投資法人債の資金使途は、主に運用資産の取得資金及び債務の返済等です。これらの資金調達に
係る流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発
行等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管理、
限定しています。
　また、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、借入額全体に占める変動金利
による借入金残高の比率を金融環境等に応じて調整すること、及び、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息
の固定化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引等）をヘッジ手段として利用できるとしてい
ることなどにより当該リスクを管理しています。
　預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等による信用リスクに晒され
ていますが、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、預入期間を短期に
限定して慎重に行っています。
　預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、退去による返還リスクに晒されています。当該リス
クに関しては、原則としてその敷金等に対して、返還に支障がない範囲の金額を留保することによりリスクを
限定しています。
　投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスク、不動産等の価値等の変動リスク及び
金利の変動リスクに晒されています。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　2025年8月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、匿
名組合出資持分は、次表には含めていません（注2）。また、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」及び「短期
借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、注記を省略しています。

(単位:千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）１年内返済予定の長期借入金 9,974,000 9,973,876 △123
（２）投資法人債 9,400,000 8,999,420 △400,580
（３）長期借入金 46,020,000 45,421,433 △598,566
（４）預り敷金及び保証金 283,637 213,434 △70,203
（５）信託預り敷金及び保証金 5,835,337 4,565,673 △1,269,663

負債計 71,512,975 69,173,836 △2,339,138
（６）デリバティブ取引 － － －
（注1）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

（１）１年内返済予定の長期借入金、（３）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価
額によっております。また、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金（（６）デリバティブ取引参照）及び固
定金利によるものの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
て算出する方法によっております。

（２）投資法人債
日本証券業協会による売買参考統計値に基づき算定しています。

（４）預り敷金及び保証金、（５）信託預り敷金及び保証金
預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金については、その将来キャッシュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加
味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。

（６）デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの
　該当するものはありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
　ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の
種類等 主なヘッジ対象

契約額等(千円)
時価 当該時価の算定方法

うち1年超

金利スワップの特例処理 金利スワップ取引
　変動受取・固定支払 長期借入金 17,324,000 12,200,000 （注） －

（注）�金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期
借入金の時価に含めて記載しています。（上記（１）及び（３）をご参照下さい。）

（注2）匿名組合出資持分
匿名組合出資持分については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-16項の取
扱いを適用し、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第4項（1）に定める事項を
注記していません。
なお、本項の取扱いを適用した組合等への出資の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(単位:千円)

区分 貸借対照表計上額
投資有価証券 15,353

合　計 15,353

（注3）長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
(単位:千円)

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

投資法人債 － － － 2,000,000 3,400,000 4,000,000
長期借入金 9,974,000 12,120,000 13,900,000 12,000,000 8,000,000 －

合　計 9,974,000 12,120,000 13,900,000 14,000,000 11,400,000 4,000,000

当期（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）
1. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針
　本投資法人では、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借入又は投資法人債の発
行等による資金調達を行います。
　デリバティブ取引については、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的
とした運用に限るものとします。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　借入金及び投資法人債の資金使途は、主に運用資産の取得資金及び債務の返済等です。これらの資金調達に
係る流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発
行等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管理、
限定しています。
　また、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、借入額全体に占める変動金利
による借入金残高の比率を金融環境等に応じて調整すること、及び、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息
の固定化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引等）をヘッジ手段として利用できるとしてい
ることなどにより当該リスクを管理しています。
　預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等による信用リスクに晒され
ていますが、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、預入期間を短期に
限定して慎重に行っています。
　預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、退去による返還リスクに晒されています。当該リス
クに関しては、原則としてその敷金等に対して、返還に支障がない範囲の金額を留保することによりリスクを
限定しています。
　投資有価証券は、匿名組合に対する出資であり、発行体の信用リスク、不動産等の価値等の変動リスク及び
金利の変動リスクに晒されています。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
　2026年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、匿
名組合出資持分は、次表には含めていません（注2）。また、「現金及び預金」及び「信託現金及び信託預金」は現
金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、注記を省略しています。
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(単位:千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）１年内返済予定の長期借入金 12,120,000 12,087,842 △32,157
（２）投資法人債 9,400,000 8,880,460 △519,540
（３）長期借入金 43,874,000 42,903,782 △970,217
（４）預り敷金及び保証金 294,314 190,095 △104,219
（５）信託預り敷金及び保証金 5,657,490 3,822,434 △1,835,056

負債計 71,345,805 67,884,614 △3,461,191
（６）デリバティブ取引 － － －
（注1）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

（１）１年内返済予定の長期借入金、（３）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価
額によっております。また、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金（(６)デリバティブ取引参照）及び固定
金利によるものの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算出する方法によっております。

（２）投資法人債
日本証券業協会による売買参考統計値に基づき算定しています。

（４）預り敷金及び保証金、（５）信託預り敷金及び保証金
預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金については、その将来キャッシュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加
味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。

（６）デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの
　該当するものはありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの
　ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。

ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の
種類等 主なヘッジ対象

契約額等(千円)
時価 当該時価の算定方法

うち1年超

金利スワップの特例処理 金利スワップ取引
　変動受取・固定支払 長期借入金 17,324,000 8,124,000 （注） －

（注）�金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期
借入金の時価に含めて記載しています。（上記（1）及び（3）をご参照下さい。）

（注2）匿名組合出資持分
匿名組合出資持分については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項の取扱
いを適用し、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第4項(1)に定める事項を注記し
ていません。
なお、本項の取扱いを適用した組合等への出資の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(単位:千円)

区分 貸借対照表計上額
投資有価証券 15,138

合　計 15,138

（注3）長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
(単位:千円)

1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内 5年超

投資法人債 － － － 2,000,000 3,400,000 4,000,000
長期借入金 12,120,000 13,900,000 12,000,000 10,000,000 7,974,000 －

合　計 12,120,000 13,900,000 12,000,000 12,000,000 11,374,000 4,000,000

（賃貸等不動産に関する注記）

前期（ご参考）（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
　本投資法人は、東京経済圏を中心として、その他地方政令指定都市等において、賃貸収益を得ることを目的
として賃貸等不動産を所有しています。
　これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。

貸借対照表計上額（千円）
当期末の時価（千円）

当期首残高 当期増減額 当期末残高

122,170,372 1,119,840 123,290,213 142,499,000
（注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注2）�賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額はコンフォートイン名古屋栄駅前の取得（7,816,279千円）及び資本的支出（506,567千円）によ

るものであり、主な減少額は南品川JNビル、南品川Nビル、南品川Jビルの譲渡（3物件合計6,018,871千円）及びMY熊本ビル（準共有持分
55％）の譲渡（579,819千円）及び減価償却費（605,479千円）の計上によるものです。

（注3）�当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。但し、当期末のONEST南大塚ビル及び新川一丁目ビルの時価に
ついては、譲渡予定価格で計算しています。

（関連当事者との取引に関する注記）

前期（ご参考）（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

属性 会社等の名称 事業の内容
又は職業

投資口の所有
口数割合（％） 取引の内容 取引金額(千円)(注1) 科目 期末残高（千円）

利害関係人等
資産保管会社

みずほ信託銀行
株式会社

信託業務
銀行業務 － 支払利息 44,938

１年内返済予定
の長期借入金 2,309,000

長期借入金 5,417,500
未払費用 726

利害関係人等 株式会社
みずほ銀行 銀行業務 －

資金の返済 1,500,000
１年内返済予定
の長期借入金 2,265,000

長期借入金 5,632,500
支払利息 1,241 未払費用(注2) △48

(注1)取引に係る条件については、一般の取引条件と同様に市場の実勢に基づいて決定しています。
(注2)株式会社みずほ銀行の未払費用については、金利スワップ取引に係る利息が含まれています。

当期（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

属性 会社等の名称 事業の内容
又は職業

投資口の所有
口数割合（％） 取引の内容 取引金額(千円)(注1) 科目 期末残高（千円）

利害関係人等
資産保管会社

みずほ信託銀行
株式会社

信託業務
銀行業務 －

資金の借入れ 2,309,000 １年内返済予定
の長期借入金 2,535,000

資金の返済 2,309,000 長期借入金 5,191,500
支払利息 46,069 未払費用 574

利害関係人等 株式会社
みずほ銀行 銀行業務 －

資金の借入れ 6,265,000 １年内返済予定
の長期借入金 2,535,000

資金の返済 6,265,000 長期借入金 5,362,500
支払利息 28,718 未払費用(注2) 114

(注1)取引に係る条件については、一般の取引条件と同様に市場の実勢に基づいて決定しています。
(注2)株式会社みずほ銀行の未払費用については、金利スワップ取引に係る利息が含まれています。

　なお、賃貸等不動産に関する2025年8月期（第24期）における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に
記載のとおりです。

当期（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）
　本投資法人は、東京経済圏を中心として、賃貸収益を得ることを目的として賃貸等不動産を所有しています。
　これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。

貸借対照表計上額（千円）
当期末の時価（千円）

当期首残高 当期増減額 当期末残高

123,290,213 △1,198,720 122,091,492 143,018,000
（注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注2）�賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額はカンデオホテルズ京都烏丸六角の取得（4,861,709千円）及び資本的支出（533,420千円）による

ものであり、主な減少額はONEST南大塚ビルの譲渡（3,894,903千円）及び新川一丁目ビルの譲渡（2,087,110千円）及び減価償却費
（615,090千円）の計上によるものです。

（注3）�当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。但し、当期末のONEST京都烏丸スクエアの時価については、譲
渡予定価格で計算しています。

　なお、賃貸等不動産に関する2026年2月期（第25期）における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に
記載のとおりです。

3433



（1口当たり情報に関する注記）

前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

1口当たり純資産額� 76,975円
1口当たり当期純利益� 3,075円
　1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による
加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜
在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資
口がないため記載しておりません。

1口当たり純資産額� 76,585円
1口当たり当期純利益� 2,386円
　1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による
加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜
在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資
口がないため記載しておりません。

(注1)�2025年8月31日を分割基準日とし2025年9月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行い
ました。１口当たり純資産額及び１口当たり当期純利益については、前期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。

(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

当期純利益（千円）� 2,476,917
普通投資主に帰属しない金額（千円）� －
普通投資口に係る当期純利益（千円）� 2,476,917
期中平均投資口数（口）� 805,404

当期純利益（千円）� 1,922,064
普通投資主に帰属しない金額（千円）� －
普通投資口に係る当期純利益（千円）� 1,922,064
期中平均投資口数（口）� 805,404

（重要な後発事象に関する注記）

前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

投資口の分割
　本投資法人は、2025年8月31日を分割基準日とし2025
年9月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口に
つき3口の割合による投資口の分割を行いました。
a.本分割の目的
2024年1月から開始された新たな少額投資非課税制度（新
NISA）の市場への浸透や、株式会社東京証券取引所が示す
個人投資家が求める投資単位の水準を踏まえ、投資口の投
資単位当たりの金額を引き下げることにより、個人投資家
の方々がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と
投資口の流動性向上を図ることを目的として投資口の分割
を実施しました。
b.本分割の方法
2025年8月31日を基準日として、同日(注)の最終の投資主名
簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投
資口を、1口につき3口の割合をもって分割しました。
(注)�同日及びその前日は投資主名簿等管理人の休業日であるため、実質
的には2025年8月29日となります。

c.本分割により増加した投資口数
本分割前の本投資法人発行済投資口の総口数 268,468口
本分割により増加した投資口数 536,936口
本分割後の本投資法人発行済投資口の総口数 805,404口
本分割後の本投資法人発行可能投資口総口数 4,000,000口
(注)�発行可能投資口総口数は、本分割前後で変更ありません。
　なお、当期首に本投資口分割が実施されたと仮定した場
合における1口当たり情報の各数値は「1口当たり情報に関
する注記」をご参照ください。

新投資口の発行
　本投資法人は、2026年3月5日及び2026年3月12日開催
の本投資法人役員会において、以下のとおり、新投資口の
発行に関し決議し、一般募集による新投資口の発行につい
ては2026年3月18日に、オーバーアロットメントによる売
出しに伴う第三者割当による新投資口の発行については
2026年4月8日に、それぞれ払込が完了しています。この
結果、2026年4月8日現在の出資総額は72,270百万円、発
行済投資口の総口数は973,670口となっています。
　一般募集による新投資口発行の手取金につきましては、
2026年3月19日付で取得した資産の取得資金の一部に充当
しました。また、本件第三者割当による新投資口発行の手
取金については、手元資金とし、支出するまで金融機関に
預け入れの上、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入
金の返済資金の一部に充当する予定です。
a.一般募集による新投資口の発行
発行新投資口数 166,040口
発行価格（募集価格） １口当たり 80,535円
発行価格（募集価格）の総額 13,372,031,400円
払込金額（発行価額） １口当たり 77,891円
払込金額（発行価額）の総額 12,933,021,640円
払込期日 2026年3月18日

b.第三者割当による新投資口の発行
発行新投資口数 2,226口
払込金額（発行価額） １口当たり 77,891円
払込金額（発行価額）の総額 173,385,366円
割当先 みずほ証券株式会社
払込期日 2026年4月8日

前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

資産の譲渡
　本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と成
長性の両面を追求して運用を行い、投資主利益の最大化を
目指すべく、2025年9月30日付でONEST南大塚ビル及び
新川一丁目ビルを譲渡する契約を締結しました。当該譲渡
により、第25期（2026年2月期）決算において、不動産等
売却益をそれぞれ約154百万円及び約9百万円計上する見込
みです。
物件名称 ONEST南大塚ビル 新川一丁目ビル
所在地 東京都豊島区 東京都中央区
特定資産の
種類 信託受益権

譲渡予定日 2026年1月30日
譲渡予定
価格(注1) 4,100百万円 2,130百万円

譲渡先 株式会社グローバル・リンク・マネジメント
売買契約
締結日 2025年9月30日

(注1) �「譲渡予定価格」は、譲渡資産に係る信託受益権売買契約書に記載
された譲渡資産の売買代金（譲渡費用、固定資産税・都市計画税
の精算額、消費税及び地方消費税等を除きます。）を、百万円未満
を切り捨てて記載しています。

(注2) �譲渡予定日は、2026年1月30日であり、本売買契約締結日から
1ヶ月以上を経過した日となることから、本売買契約は、金融庁
の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定
されるフォワード・コミットメント等に該当します。本売買契約
においては、一方当事者が本売買契約に違反した場合、違反当事
者に対して相当の期間を定めて催告をし、違反当事者が当該違反
をかかる期間内に是正しない場合、本売買契約を解除することが
できるものとされています。また、本売買契約が解除された場合
には、違反当事者はその相手方に対し、違約金として売買代金
（消費税及び地方消費税相当額を除きます。）の1割に相当する金
額を支払うものとされています。但し、本投資法人は売主であり、
本売買契約の履行に関し、資金調達リスク等の懸念はなく、損害
賠償金の負担が生じ、本投資法人の財務等に重大な影響を与える
可能性は低いと考えています。

資産の譲渡
　本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と成
長性の両面を追求して運用を行い、投資主利益の最大化を
目指すべく、以下のとおり、2025年12月15日付で
ONEST京都烏丸スクエアを譲渡する契約を締結し、2026
年3月13日付で第1回分の準共有持分の譲渡を完了しました。
当該譲渡により、第26期（2026年8月期）において、不動
産等売却益を約105百万円計上する見込みです。
物件名称 ONEST京都烏丸スクエア
所在地 京都府京都市
特定資産の
種類 信託受益権

譲渡日 第1回 2026年3月13日
(準共有持分10.0%）

譲渡価格(注1)
合計 5,000百万円
第1回 500百万円

譲渡先 東京建物株式会社
売買契約
締結日 2025年12月15日

(注1) �「譲渡価格」は、譲渡資産に係る信託受益権売買契約書（以下「本
売買契約」といいます。）に記載された譲渡資産の売買代金（譲渡
費用、固定資産税・都市計画税の精算額、消費税及び地方消費税
等を除きます。）を、百万円未満を切り捨てて記載しています。

(注2) �譲渡日は、本売買契約締結日から1ヶ月以上を経過した日となる
ことから、本売買契約は、金融庁の定める「金融商品取引業者等
向けの総合的な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメ
ント等に該当します。本売買契約においては、一方当事者が本売
買契約に違反した場合、違反当事者に対して相当の期間を定めて
催告をし、違反当事者が当該違反をかかる期間内に是正しない場
合、本売買契約を解除することができるものとされています。ま
た、本売買契約が解除された場合には、違反当事者はその相手方
に対し、当該違反に起因又は関連して相手方が被った相当因果関
係にある損害等を売買代金（消費税及び地方消費税相当額を除き
ます。）の10%相当額を上限として補償又は賠償するものとされ
ています。但し、本投資法人は売主であり、本売買契約の履行に
関し、資金調達リスク等の懸念はなく、損害賠償金の負担が生じ、
本投資法人の財務等に重大な影響を与える可能性は低いと考えて
います。

3635



前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

－ 資産の譲渡
　本投資法人は、中長期にわたる安定的な収益の確保と成
長性の両面を追求して運用を行い、投資主利益の最大化を
目指すべく、以下のとおり、2025年12月15日付で
ONEST京都烏丸スクエアを譲渡する契約を締結しました。
当該譲渡により、第27期（2027年2月期）、第28期（2027
年8月期）及び第29期（2028年2月期）において、不動産
等売却益をそれぞれ約177百万円、約226百万円及び約
412百万円計上する見込みです。
物件名称 ONEST京都烏丸スクエア
所在地 京都府京都市
特定資産の
種類 信託受益権

譲渡予定日
第2回
2027年2月26日
(準共有持分
20.0%）

第3回
2027年8月31日
(準共有持分
25.0%）

第4回
2027年9月30日
(準共有持分
45.0%）

譲渡予定
価格(注2)

合計 5,000百万円
第2回
1,000百万円

第3回
1,250百万円

第4回
2,250百万円

譲渡先 東京建物株式会社
売買契約
締結日 2025年12月15日

(注1) �第1回目譲渡については、2026年3月13日付で完了しています。
(注2) �「譲渡予定価格」は、譲渡予定資産に係る信託受益権売買契約書
（以下「本売買契約」といいます。）に記載された譲渡予定資産の
それぞれの売買代金の金額（譲渡費用、固定資産税・都市計画税
の精算額、消費税及び地方消費税等を除きます。）を、百万円未満
を切り捨てて記載しています。

(注3) �譲渡予定日は、それぞれ本売買契約締結日から1ヶ月以上を経過
した日となることから、本売買契約は、金融庁の定める「金融商
品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定されるフォワー
ド・コミットメント等に該当します。本売買契約においては、一
方当事者が本売買契約に違反した場合、違反当事者に対して相当
の期間を定めて催告をし、違反当事者が当該違反をかかる期間内
に是正しない場合、本売買契約を解除することができるものとさ
れています。また、本売買契約が解除された場合には、違反当事
者はその相手方に対し、当該違反に起因又は関連して相手方が
被った相当因果関係にある損害等を売買代金（消費税及び地方消
費税相当額を除きます。）の10%相当額を上限として補償又は賠
償するものとされています。但し、本投資法人は売主であり、本
売買契約の履行に関し、資金調達リスク等の懸念はなく、損害賠
償金の負担が生じ、本投資法人の財務等に重大な影響を与える可
能性は低いと考えています。

（収益認識に関する注記）

前期（ご参考）（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:千円)

顧客との契約から生じる収益(注1) 外部顧客への売上高

不動産等の売却 7,728,500 828,268
(注2)

水道光熱費収入 427,635 427,635
その他 － 4,076,513
合計 8,156,135 5,332,417
(注1)�企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等及び企業会計基準委員会移管指針第10号「特別目的会社

を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、
「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。

(注2)�不動産等の売却については、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)第48条第2項に基づき、損益計算書において不動産等売
却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための情報
　重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。

3. 当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報
（1） 契約資産及び契約負債の残高等

(単位:千円)

　 前 期（ご参考）
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 102,406
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 124,477
契約資産（期首残高） －
契約資産（期末残高） －
契約負債（期首残高） 449,837
契約負債（期末残高） －
(注)契約負債は、2024年9月30日及び同年12月26日に売買契約を締結した不動産等に係る手付金の総額を記載しています。

（2） 残存履行義務に配分した取引価格
　水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に
直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針
第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識に関する会計基
準第80－22項(2)の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。

当期（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:千円)
顧客との契約から生じる収益(注1) 外部顧客への売上高

不動産等の売却 6,230,000 171,323
(注2)

水道光熱費収入 373,600 373,600
その他 － 4,145,245
合計 6,603,600 4,690,169
(注1)�企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等及び企業会計基準委員会移管指針第10号「特別目的会社

を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、
「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。

(注2)�不動産等の売却については、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)第48条第2項に基づき、損益計算書において不動産等売
却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。

(追加情報)
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2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための情報
　重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。

3. 当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報
（1） 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
当 期

（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 124,477
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 85,458
契約資産（期首残高） －
契約資産（期末残高） －
契約負債（期首残高） －
契約負債（期末残高） －

（2） 残存履行義務に配分した取引価格
　2025年12月15日に売買契約を締結した不動産は4期に分割して引渡しを行う予定です。2026年2月28日現
在、不動産等の売却にかかる残存履行義務に配分した取引価格は、当該不動産の売却価格5,000,000千円のう
ち、第1回目の500,000千円、第2回目の1,000,000千円、第3回目の1,250,000千円及び第4回目の2,250,000
千円です。本投資法人は、当該残存履行義務について、それぞれ2026年3月13日、2027年2月26日、2027
年8月31日及び2027年9月30日の当該不動産等の引渡しに伴い、収益を認識することを見込んでいます。
　水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に
直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針
第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識に関する会計基
準第80－22項(2)の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。

(単位:円)
期別

項目
前 期（ご参考）

（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
当 期

（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

Ⅰ　当期未処分利益
Ⅱ　分配金の額
　　（投資口１口当たり分配金の額）
Ⅲ　任意積立金
　　圧縮積立金繰入額
Ⅳ　次期繰越利益

2,624,902,188
2,236,069,972

(8,329)

227,000,000
161,832,216

2,083,896,864
1,921,693,944

(2,386)

－
162,202,920

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第35条第1項第2号に定
める分配方針に基づき、分配金の額は利益の
金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67
条の15第1項に規定される本投資法人の配当
可能利益の額の100分の90に相当する金額
を超えるものとしています。
　かかる方針により、当期未処分利益から租
税特別措置法第65条の8の「特定の資産の譲
渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特
例」による圧縮積立金を控除した中から
2,236,069,972円を分配することとしまし
た。なお、本投資法人の規約第35条第2項に
定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

　本投資法人の規約第35条第1項第2号に定
める分配方針に基づき、分配金の額は利益の
金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67
条の15第1項に規定される本投資法人の配当
可能利益の額の100分の90に相当する金額
を超えるものとしています。
　かかる方針により、当期未処分利益から不
動産等売却益の発生等により前期以前に内部
留保した額を控除し、その残額のうち、発行
済投資口の総口数805,404口の整数倍の最
大値となる1,921,693,944円を利益分配金
として分配することとしました。なお、本投
資法人の規約第35条第2項に定める利益を超
えた金銭の分配は行いません。
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独立監査人の監査報告書
2026年4月14日

Oneリート投資法人
役　員　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 江　下　　聖
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤　森　　允　浩

監査意見
　当監査法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第130条の規定に基づき、Oneリート投資法人の2025
年9月1日から2026年2月28日までの第25期営業期間の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資
主資本等変動計算書及び注記表、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにその附属明細書（資産運用
報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。以下同じ。）（以下「計算書類等」という。）に
ついて監査を行った。なお、資産運用報告及びその附属明細書について監査意見の対象とした会計に関する部
分は、資産運用報告及びその附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）
に従って、投資法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、資産運用報告及びその附属明細書に含まれる情報のうち、監査意見の対象とした会計
に関する部分以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監
督役員の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視する
ことにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監督役員の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監督役員の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、投資法人は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、執行役員に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、執行役員に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
　投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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(単位:千円)

前 期
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 2,484,155 1,923,116
減価償却費 606,406 616,017
投資法人債発行費償却 4,373 4,818
受取利息 △11,191 △13,071
未払分配金戻入 △356 △351
支払利息 284,953 338,606
営業未収入金の増減額（△は増加） △54,141 38,792
未収入金の増減額(△は増加） 137 △978
前払費用の増減額（△は増加） 34,378 △15,593
信託有形固定資産の売却による減少額 3,331,124 5,982,014
信託無形固定資産の売却による減少額 3,267,915 －
営業未払金の増減額（△は減少） 125,677 △109,838
未払金の増減額（△は減少） △6,713 8,583
未払消費税等の増減額（△は減少） 56,867 58,509
前受金の増減額（△は減少） △524,329 8,426
長期前払費用の増減額（△は増加） 79,871 △36,522
その他 54,680 2,801
小計 9,733,808 8,805,329
利息の受取額 11,191 13,071
利息の支払額 △277,779 △340,201
法人税等の支払額 △1,703 △745
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,465,517 8,477,454

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △17,530 △5,487
信託有形固定資産の取得による支出 △8,316,446 △5,358,565
預り敷金及び保証金の返還による支出 △392 △190
預り敷金及び保証金の受入による収入 486 10,867
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △721,121 △417,108
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 337,785 239,261
投資有価証券の償還による収入 152 215
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,717,066 △5,531,006

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 － 4,000,000
短期借入金の返済による支出 △1,500,000 △4,000,000
長期借入れによる収入 － 9,974,000
長期借入金の返済による支出 － △9,974,000
投資法人債の発行による収入 2,875,590 －
投資法人債の償還による支出 △1,500,000 －
分配金の支払額 △1,937,396 △2,235,223
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,061,806 △2,235,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,313,354 711,224
現金及び現金同等物の期首残高 12,771,047 11,457,693
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 11,457,693 12,168,918
(注)�キャッシュ・フロー計算書は、投資信託及び投資法人に関する法律第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象に当たらないため、会計監査
人の監査を受けていません。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)(参考情報)

期別

項目
前 期

（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）
当 期

（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

キャッシュ・フロー計算書に
おける資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金
及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、
随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容
易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい
て僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月
以内に償還期限の到来する短期投資からなって
います。

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金
及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、
随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容
易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい
て僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月
以内に償還期限の到来する短期投資からなって
います。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)(参考情報)

前 期
（自 2025年3月1日　至 2025年8月31日）

当 期
（自 2025年9月1日　至 2026年2月28日）

※1. �現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

(2025年8月31日現在)
現金及び預金� 3,933,521千円
信託現金及び信託預金� 7,524,171千円
現金及び現金同等物� 11,457,693千円

※1. �現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係

(2026年2月28日現在)
現金及び預金� 4,987,250千円
信託現金及び信託預金� 7,181,667千円
現金及び現金同等物� 12,168,918千円
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https://one-reit.com/
本投資法人の特徴や現況まで詳しく紹介したホームページになっておりますので、是非一度ご覧下さい。

Oneリート投資法人ホームページのご案内

IR活動状況（予定を含む）投資口価格の推移（終値）

2026年4月14日（火） 2026年2月期（第25期）決算発表

2026年5月19日（火） 2026年2月期（第25期）分配金支払開始日

投資主メモ
決算期 毎年2月末日、8月末日
投資主総会 2年に1回以上開催
同議決権行使投資主確定日 規約第15条に定める日
分配金支払確定基準日 毎年2月末日、8月末日（分配金は支払確定基準日より３カ月以内にお支払いいたします）
上場市場 東京証券取引所 不動産投資信託証券市場（銘柄コード：3290）
投資主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

投資主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物送付先  〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
　　　　　　　   みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話照会先  0120-288-324
インターネット

ホームページURL
  https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html

本投資法人の理念や基本姿勢を
ご覧いただけます。

本投資法人のポートフォリオを
ご覧いただけます。

分配金について
「分配金」は「分配金領収証」をお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にお持ちいただくことによ
りお受取りいただけます。受取期間を過ぎた場合は、「分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、「投資主名簿管理人」へご郵送いただ
くか、同銀行の本支店窓口にてお受取り下さい。（ご郵送先等につきましては、上記「投資主メモ」をご参照下さい。）
また、今後の分配金に関して、銀行等預金口座への振込みのご指定などのお手続きをご希望の方は、お取引先の証券会社にてお手続
き下さい。
※�分配金は本投資法人の規約の定めにより、分配金支払開始の日から満3年を経過しますとお受取りの権利が消滅しますので、お早

めにお受取り下さい。

住所等の変更手続きについて
住所・氏名・届出印等の変更は、お取引の証券会社にお申し出下さい。

（注）�本投資法人は、2017年3月1日を効力発生日とする投資口2分割及び2025年9月1日を効力発生日とする投資口3分割を実施しておりま
す。当該分割を考慮し、発行価格は450,000円を6分の1した75,000円としています。東証REIT指数換算額は、本投資法人の上場日であ
る2013年10月9日の終値を本投資法人の発行価格に換算し、本投資法人の投資口価格の推移との相対パフォーマンスを示しています。
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本投資法人投資口価格（左軸） 東証REIT指数換算額（注）（左軸） 2026年2月27日：
90,000円

75,000円（注）（発行価格）
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